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環 境 方 針 
 

 

高槻市は、北摂連山の美しい山並みに恵まれ、淀川の悠久の流れに抱かれた自

然豊かなまちで、私たちはその恩恵を受けています。 

また、古くから京都と大阪を結ぶ要衝の地として栄え、数多くの貴重な遺跡や

文化財も有しております。これら貴重な自然と文化の財産を、守り、育て、さら

に、将来の世代まで引き継ぐことが重要です。 

一方、私たちは日常生活や事業活動において、利便性や豊かさを求め、大量の

化石エネルギーを消費しています。このことが、地球温暖化問題を深刻化させる

とともに、生物の多様性が損なわれつつある状況を生み出しています。私たちは、

この状況を深く受け止め、地域の環境はもとより、地球規模での良好な環境のあ

り方を考え、環境と共生した持続可能な社会の実現を目指し、取り組まなければ

なりません。 

そこで、高槻市では、市民、事業者、行政の協働により、環境に配慮した施策

を展開し、将来に良好な環境を引き継げる社会を形成します。 

      

 

 将来に良好な環境を引き継げる社会を形成するため、以下の事項に取り組み、

積極的な環境配慮を行います。 

 

１ 「第２次高槻市環境基本計画」を受けて定める「たかつき環境行動計画」に

基づき、環境の保全及び創造に関する主体別及び協働の取組を推進します。 

 

２ 環境に関する法令や協定などを遵守し、環境汚染の予防に努めます。 

 

３ 環境目的・目標を定めて、計画的・効果的に環境負荷の低減を図ります。 

（１） 「たかつきエコオフィスプラン」や「グリーンイベントガイドライン」

に基づき、省エネルギー、省資源、リサイクルの取組を推進し、環境負

荷の低減を図ります。 

（２） 環境に配慮した公共工事を推進します。 

（３） グリーン購入を推進します。 

 

４ 研修・訓練を通じ、全職員が環境方針を理解し、環境に配慮した日常活動を

実践します。 

平成２４年４月１日       高槻市長  濱田 剛史 

 

基本理念  

基本方針 
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 ≪環境関連データについて≫ 

  高槻市のホームページで、環境関連のデータを公開していますので、本冊子と併せてご覧ください。 

高槻市 環境に関するデータベース 検索 



第１章  計画的な環境施策の推進に向けて 

 本市では、市民・事業者・行政が互いに連携し、協働することによって、環境への負荷の少な

い持続的発展が可能な循環型社会の形成を目指し、環境基本条例を制定しています。また、各種

の条例・規則を制定し、関係法令と併せて適正に運用しています。 

さらに、重要な施策等については、幅広く専門的な意見を聴きながら取り組むため、各種審議

会や協議会などを設置しています。 

 

１ 条例 

■環境基本条例（平成１３年３月） 

市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保し、地球環境の保全に貢献

することを目的として、環境の保全及び創造についての基本理念を定めています。 

 

■緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例（昭和６１年１０月） 

市民の健康で文化的な生活の確保と福祉の向上に資することを目的として、緑地環境の保全

と緑化の推進に関し必要な事項を定めています。 

 

■公害の防止及び環境の保全に関する条例（平成２１年３月） 

 市民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現に資することを目的として、公害の防止及

び環境の保全に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止のため

の規制を定めています。 

 

■環境影響評価条例（平成１５年９月） 

 環境基本条例第１２条の規定に基づき、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に

資することを目的として、環境影響評価及び事後調査の手続、その他必要な事項を定めていま

す。 

 

■摂津峡における自然環境の保全等に関する条例（平成３０年３月） 

 摂津峡の豊かな自然環境の保全及び市民の安全で快適なレクリエーション環境の確保を目

的として、市、市民、来訪者及び事業者の責務を明らかにするとともに、摂津峡の自然環境等

を損なうおそれがある行為について必要な規制を定めています。 

 

■ペット霊園の設置の許可等に関する条例（平成２５年３月） 

ペット霊園の設置や管理について、公衆衛生、公共の福祉の観点から必要な措置を講じ生活

環境を保全することを目的として、ペット霊園の火葬施設や納骨堂、移動火葬車等の設備構造

の基準のほか、説明会の開催義務等を定めています。 

 

■太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例（令和６年３月） 

太陽光発電施設の設置について、自然環境、生活環境及び景観の保全並びに災害の未然防止

を図り、市民生活の安全・安心の確保を目的として、保全区域や施設設置基準のほか、説明会
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の開催や届出手続き等を定めています。 

 

■廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例（平成５年１２月） 

 資源を循環して利用できる環境にやさしい都市の形成に寄与することを目的として、廃棄物

の発生抑制、再利用の促進により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正処理、一般

廃棄物処理手数料や許可申請等手数料、地域の清潔の保持等について定めています。 

 

■産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例（平成１６年３月） 

 現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的として、産業廃棄物の

不適正な処理を防止するために必要な規制等のほか、廃棄物の場外保管に係る手続きや産業廃

棄物処理施設の設置に係る手続き等を定めています。 

 

■まちの美化を推進する条例（平成１８年３月） 

市民の快適な生活環境の確保に資することを目的として、市、市民等及び事業者が協働して

空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てを防止し、併せて清掃活動等を行うことなどを定めています。 

 

■あき地の清潔保持に関する条例（昭和４７年６月） 

良好な生活環境の保全に資することを目的として、あき地の占有者が、あき地が不良状態に

ならないように、放置された雑草、枯草又は廃棄物を除去することなどを定めています。 
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２ 行政計画等 

(1) 第２次高槻市環境基本計画〔令和４年３月改訂版〕 

本市では、環境の保全・創造についての基本理念を定めた環境基本条例に基づく施策を総合

的、計画的に推進するため、平成１４年３月に「高槻市環境基本計画」を策定しました。また、

平成２４年３月には「第２次高槻市環境基本計画」を策定しました。 

さらに、環境をとりまく社会的な変化や、環境関連施策の進捗状況等を踏まえ、令和４年３

月にはこれを改定し、「第２次高槻市環境基本計画〔令和４年３月改訂版〕」を策定しました。

この計画においては６つの環境分野ごとに「望ましい環境像」、「環境目標」、「基本方針」を定

め、これに基づく施策を展開することとしています。 

 

 (2) たかつき環境行動計画 

「第２次高槻市環境基本計画〔令和４年３月改訂版〕」の推進のため、市民・事業者・行政

がそれぞれの立場で取り組むべきことを定めたもので、市民・事業者編と行政編から構成され

ています。 

 

(3) 第２期たかつき地球温暖化対策アクションプラン 

  地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」といいます。）により、中核市以上に、

地域の自然的、社会的な条件に応じた温室効果ガス排出削減のための実行計画の策定が義務付

けられています。 

  そのため、本市においても市民・事業者・行政等の各主体が、市域の現状と地域特性を踏ま

え、それぞれの役割に応じた取組を総合的かつ計画的に推進していくことで、温室効果ガスを

削減することを目的として、平成２３年３月に「たかつき地球温暖化対策アクションプラン」

を策定しました。また、令和３年３月には世界や国における取組状況や本市に求められる役割

等を踏まえ、新たに「第２期たかつき地球温暖化対策アクションプラン」を策定しました。 

  計画期間は令和１２年度までの１０年間で、令和１２年度の温室効果ガス排出量を平成２５

年度比で３０％削減することを目標に掲げています。また、市民・事業者・行政の各主体に求

められる役割と、再生可能エネルギーの活用や環境に配慮した選択・購買の促進等、地球温暖

化対策として実効性のある取組を示しています。 

 

環境分野 望ましい環境像 環境目標 

環境行動 
市民一人ひとりの心と行動が 

将来へ良好な環境を引き継ぐまち 
市民一人ひとりがエコスタッフ 

生活環境 
誰もが心地よく、憩いとやすらぎの 

ある生活を営めるまち 
健やかに暮らせる良好な生活環境の保全 

自然環境 
河川を軸に人と自然をつなぐ 

みどり豊かなまち 
人と自然の共生 

都市環境 
ゆったりとした時間が流れる 

おだやかで風格のあるまち 
ゆとりある都市環境の創造 

循環型社会 
限りある資源を活かして、 

ごみゼロをめざすまち 
持続可能な循環型社会の形成 

地球環境 
地球規模で考え、 

身近なことから行動するまち 
地域からの環境負荷低減の取組 
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(4) たかつきエコオフィスプラン 

温対法に基づき、本市が一事業者として温室効果ガス排出量削減のための取組に関する計画

として、平成１２年１２月に「たかつきエコオフィスプラン（地球温暖化防止を含む率先実行

計画）」を策定し、以降、継続的に省エネルギー・省資源・グリーン調達などに取り組んでき

ました。 

令和３年３月には改めて「たかつきエコオフィスプラン（令和３～１２年度）」を策定し、

温室効果ガスを令和１２年度までに、平成２５年度比で５１％削減することを目標として取り

組んでいくこととしています。 

 

(5) 第２次高槻市みどりの基本計画 

都市緑地法に基づく長期的なみどりに関する総合計画と位置付けし、みどりあふれる憩いと

潤いのあるまちづくりを計画的に進めるための指針として、令和３年度に「第２次高槻市みど

りの基本計画」を策定しました。 

本計画では、水と緑と土を包括的有機的に結合したものを「みどり」として捉え、「住みた

い・住み続けたい・訪れたい みどりでつながるまち たかつき」を基本理念として掲げ、み

どりのまちづくりを総合的かつ体系的に推進することとしています。 

 

(6) 一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき策定する長期計画として、廃棄物減量等推進審

議会からの「ごみ減量化についての提言」を踏まえ、平成２８年度を始期とし令和７年度を最

終目標年度とする「一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。 

本計画は、本市の一般廃棄物の減量・処理等のあり方についての指針とし、一般廃棄物処理

実施計画（年度ごとの計画）や分別収集計画（３年ごとに策定する容器包装ごみの計画）等を

策定していきます。 

 

(7) ごみ減量化推進計画 

「一般廃棄物処理基本計画」に掲げた施策を実践していくための実施計画として、平成２８

年３月に改定しました。 

計画の期間は令和７年度までとし、計画最終年度での焼却処理量及び最終処分量を平成２６

年度実績量からそれぞれ１５％削減することを目指しています。 

 

(8) 気候非常事態宣言 

近年、異常気象が国内外で発生し、本市においても異常気象による風水害により、自然環境

や市民の生活環境に大きな影響が出たことを踏まえ、本市の豊かな自然環境及び高質な生活環

境を次世代に継承し、持続可能な社会を実現するため、令和４年３月１８日に「高槻市気候非

常事態宣言」を発出しました。 
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＜高槻市の環境にかかる取組の全体概要＞ 

 

３ 審議会・協議会等 

(1) 市の審議会等 

名 称 役 割 

環境・温暖化対策審議会 

環境基本計画に関することや、地球温暖化対策に関すること、

その他環境の保全及び創造に関する重要事項について、調査審

議を行う。 

緑地環境保全等審議会 
保護地区等の指定や「緑地環境の保全及び緑化の推進に関する

条例」の施行に関する重要事項についての審議を行う。 

光化学スモッグ被害者認

定審査会 

光化学スモッグ被害の申請について、治療した医師の診断によ

って認定が難しい場合に、その認定について調査審議を行う。 

環境影響評価委員会 環境影響評価に係る重要事項の調査審議を行う。 

廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物の減量等に関する事項の調査審議を行う。 

 

 環境分野の各種計画① 

  

環境分野の各種計画② 地球温暖化への対応 

高槻市環境基本条例 
（平成 13 年 3月） 

第 2次高槻市環境基本計画 

〔令和 4年 3月改訂版〕 

第 2期たかつき地球温暖化対策 

アクションプラン 
（令和 3～12 年度） 

 

たかつき環境行動計画 
＜行政編＞ 

たかつき環境行動計画 
＜市民・事業者編＞ 

たかつきエコオフィスプラン 
（令和 3～12 年度） 

高槻市環境マネジメントシステム 
 

(1)以下の項目について、進行管理を実施 

①エコオフィスプラン 

②グリーンイベント 

③法的要求事項 

④研修及び緊急事態への準備・対応 

⑤公共工事 

⑥環境行動計画（行政編） 

 

(2)内部環境監査の実施 

 

(3)環境施策全般の取りまとめ・公表 

①「たかつきの環境」の作成、公表 

②市民意見の募集 

 

(4)環境・温暖化対策審議会による点検・評価 

 

環境方針 

第 2次高槻市みどりの基本計画 
（令和 4～13 年度） 

高槻市一般廃棄物処理基本計画 
（平成 28～令和 7年度） 

高槻市ごみ処理減量化推進計画 
（平成 28～令和 7年度） 

取組の対象 

 市内の様々な活動 
 

 

 市が行う事務事業 

 

具体的な取組 
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(2) 市が参加する主な協議会等 

名 称 協 議 内 容 

全国大気汚染防止連絡協

議会 

大気汚染に関して、各自治体の諸問題を検討協議し、大気汚染

防止について、行政における協力関係の確保等を目的とする。 

瀬戸内海環境保全知事・

市長会議 

瀬戸内海に関係する自治体の広域的な相互協力により、瀬戸内

海の環境保全を図るとともに、人間性豊かな生活ゾーンを実現

することを目的とする。 

瀬戸内海環境保全協会 

瀬戸内海の環境保全に関する事業を行うことにより、比類のな

い景勝地であり、漁業資源の宝庫でもある国民共通の財産たる

瀬戸内海の環境保全に資することを目的とする。 

淀川水質汚濁防止連絡協

議会 

淀川水系の河川等の水質を調査し、実態を把握するとともに汚

濁機構を明らかにし、水質管理の方法並びに汚濁対策について

検討、相互に連絡調整を図ることによって、淀川の水質改善の

効果を上げることを目的とする。 

神崎川水質汚濁対策連絡

協議会 

神崎川並びにこれに流入または分派する河川等の水質を調査

し、実態を把握するとともに汚濁機構を明らかにし、水質管理

の方法並びに汚濁対策について検討し、神崎川の水質改善の効

果を上げることを目的とする。 

おおさかスマートエネル

ギー協議会 

府・市町村・府民、事業者及びエネルギー供給事業者がエネル

ギー利用の効率化、再生可能エネルギーの利用、電気の需要の

最適化等に関する情報を共有しながら地域におけるエネルギ

ー問題を協議し、その解決に向けた取組を推進することを目的

とする。 

全国都市清掃会議 

地方公共団体が行う清掃事業の効率的な運営及び技術の改善

のために必要な調査、研究、情報管理等の事業を行い、清掃事

業の円滑な推進を図るとともに、住民の生活環境の保全及び公

衆衛生の向上に資することを目的とする。 

近畿ブロック産業廃棄物

処理対策推進協議会 

産業廃棄物に関する調査研究及び法施行に伴う事務協議を目

的とする。 

広域処分場適正受入協議

会 

大阪湾広域臨海環境整備センターが泉大津・大阪沖処分場で行

う廃棄物埋立事業において、廃棄物の適正な処理を目的とす

る。 

大阪府内市町村魚あら適

正処理促進連絡会議 

大阪府内における魚あらの適正処理及びリサイクルの促進に

寄与することを目的とする 

大阪府下清掃施設長協議

会 

清掃施設の整備維持管理に関する連絡を密にし、もって清掃事

業の円滑な運営と技術の向上を図る。 
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第２章 環境施策の実施状況 

１ たかつき環境行動計画（行政編） 

 (1) たかつき環境行動計画の位置付け及び構成 

 「たかつき環境行動計画（行政編）」は、「第２次高槻市環境基本計画〔令和４年３月改訂

版〕」に基づいて、市の各課の事業をプログラムとした個別の取組状況や定量的な現状把握

に用いる指標を活用し、市域の環境の現状把握を行います。 

 把握した内容は、ＰＤＣＡサイクルを通じ、次年度以降の計画や施策の参考とします。 

 

 
  

第 2次高槻市環境基本計画 

〔令和 4年 3月改訂版〕 

たかつき環境行動計画 

望ましい環境像 

自然環境 

環境行動 

生活環境 

都市環境 

循環型社会 

地球環境 

望ましい環境像 

望ましい環境像 

望ましい環境像 

望ましい環境像 

望ましい環境像 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

施策 

プログラム 

プログラム 

プログラム 

プログラム 

プログラム 

各課の事業 

（毎年度見直し） （6つの環境分野） 

図１－１ たかつき環境行動計画の位置付け及び構成 
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 (2) プログラムの令和６年度実績評価 

   ア 年度目標 

   各プログラムにおいては、数値化が可能なものについては、成果指標や活動指標として

年度当初に年度目標を設定し、年度末に結果を評価しています。 

 

   イ 評価方法 

   年度目標の達成状況は、次の３種類の基準に基づき評価しています。 

 

表１－１ 評価方法 

○ 

★成果指標実績値が目標値を達成している。 

（★成果指標の設定がない場合は、■活動指標実績値が目標値を達成

している。） 

△ 
★成果指標実績値が目標値を未達成であるが、 

■活動指標実績値が目標値を達成している。 

× 

★成果指標及び■活動指標実績値が目標値を未達成である。 

（★成果指標の設定がない場合は、■活動指標実績値が目標値を未達

成である。） 

 

   ウ 令和６年度実績の概要 

   合計６４プログラムについて評価を行った結果、４６プログラムについて目標を達成し、

達成率は７２％となりました。 

 

※グラフの％表記は、端数処理の影響により、合計が１００％にならない場合があります。 

（以下同様のグラフも同じ） 

図１－２ 令和６年度実績（６４プログラム）

×

プログラム

%

×

プログラム

%

○

46プログラム

72 %

×

プログラム

%

△

8プログラム

13 %

×

10プログラム

16 %
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 エ 環境分野別の実施状況 

 

１）環境行動 

 

望ましい環境像 
市民一人ひとりの心と行動が 

将来への良好な環境を引き継ぐまち 

環境目標 市民一人ひとりがエコスタッフ 

目標達成のための基本方針 

 環境情報の共有 

 環境学習と人材育成 

 環境に配慮した行動の実践 

 連携・協働による環境活動の深化 

 

表１－２ 目標達成状況（環境行動） 

評価内容 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

○ 11 プログラム  9 プログラム  9 プログラム 

△  3 プログラム  5 プログラム  5 プログラム 

×  1 プログラム  1 プログラム  1 プログラム 

合計 15 プログラム 15 プログラム 15 プログラム 

 

 

図１－３ 環境行動（１５プログラム）

○

9プログラム

60 %

×

1プログラム

7 %

△

5プログラム

33 %
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１－１）環境情報の共有

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 12 12 4

実績値 11 12 6

環境政策課 × ○ ○

環境学習に関する講座や省
エネルギーの取組等を市
ホームページ等に掲載す
る。

目標値 4,000 4,000 4,000

実績値 3,584 3,740 3,838

目標値 2 2 2

実績値 2 2 2

農林緑政課 △ △ △

都市緑化フェアや身近なみ
どりの写真展を開催する。

1102

みどりに関するイベントの
開催

★
延べ来場者数
（人）

■
イベントの開
催回数（回）

企画内容の工夫や広報活動により、前年を上回る延べ
3,838人の来場者があった。
若年層向け企画を増やすなどの充実を図った結果、50歳代
以下の参加率が大幅に向上した。今後も幅広い層が楽しめ
るイベントとなるよう工夫していく。

　環境の現状について正しく理解したうえで行動するため、市民・事業者・行政がそれぞれ
正確な情報発信に取り組むとともに、環境情報に対する感度を高め積極的な情報の収集と理
解に努めている状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

1101

環境関連情報の発信 ■
市民への情報
発信回数
（回）

達成状況

情報BOXワイドたかつきにて、身近に実践できる地球温暖
化対策を紹介するとともに、広報誌及びホームページにお
いて、夏の節電及び家庭で取り組める冬の省エネ対策を掲
載した。また、市民が環境について学べるイベントとし
て、エコ＆クリーンフェスタを開催した。

達成状況
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１－２）環境学習と人材育成

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 59 59 59

実績値 59 59 59

教育指導課 ○ ○ ○

市内小中学校において、浄
水場やごみ処理施設の見学
などを通じて、身近な環境
について学び・考える環境
教育を実施する。

目標値 15 15 15

実績値 6 15 9

目標値 1 1 1

実績値 1 1 1

教育センター △ ○ △

環境教育に関する教職員研
修を実施する。

目標値 260 260 260

実績値 375 560 595

目標値 13 13 13

実績値 18 20 23

城内公民館 ○ ○ ○
市内13館の市立公民館の講
座において環境関連の講座
を開催する。

1202

教職員への環境教育研修の
実施

★

■
開催回数
（回）

延べ受講者数
（人）

達成状況

SDGsの視点から、日々の恵みを享受している私たちの生活
とのつながりや、生物多様性の取り巻く危機について学ん
だ。教職員の振り返りのほとんどは、大変良かったと回答
している。
令和6年度は、講師との日程調整の関係で、小中学校の個
人懇談の時期と重なっており、受講人数が例年と比べて少
なかっため、講師と調整して開催時期の検討を行うなどの
対応をしていく。

プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

1201

小中学校における環境教育
の実施

■
実施した学校
数（校）

達成状況

全ての市内小中学校において、身近な環境について学び・
考える環境教育を行った。
また、30小学校においては、地元農家等の協力を得て、遊
休田等を学校学習田として活用した農業体験学習を推進す
ることで、児童が環境に対して関心を持つ契機となり、環
境を大切にしようとする姿勢の育成に資することができ
た。

■
開催回数
（回）

　環境活動に取り組む人材や自然をはじめとする地域資源を活用しながら、子どもから大人
まであらゆる世代が環境について考え・学び続ける様々な機会を設けるとともに、具体的な
環境行動を自ら考え実践できる人材として皆が育ち・育てている状況を目指します。

No.

1203

公民館における環境講座の
開催

★
延べ参加者数
（人）

達成状況

13公民館で計23回の環境講座を実施し、延べ595人の参加
があった。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 120 450 450

実績値 622 697 619

目標値 10 10 10

実績値 8 8 8

子育て支援課 ○ ○ ○
環境に配慮したおもちゃ作
り等を含んだ親子講座等を
実施する。

目標値 20 20 20

実績値 12 19 20

目標値 30 30 30

実績値 30 30 30

環境政策課 △ △ ○
たかつき環境市民会議と協
働して、環境の知識や活動
について学ぶ「たかつき市
民環境大学」を実施する。

目標値 21 21 18

実績値 21 19 17

目標値 11 11 11

実績値 11 11 11

農林緑政課 ○ △ △

大阪府森林組合等と共催
で、森林管理の専門知識や
技術について学ぶ「市民林
業士養成講座」を実施す
る。

親子講座等での啓発
開催回数
（回）

幅広い広報活動を行った結果、定員を超える応募はあった
が、開講後に本人事情による受講キャンセルがあり、市民
林業士認定者数は17人となった。
森林管理に特化した内容に加え、令和7年度からは生物多
様性等の内容を盛り込んだ「高槻森づくりアカデミー」と
して内容を一新するとともに、大阪府森林組合のノウハウ
を生かし受講者数の増加を図る。

★

達成状況

親子講座等の中で環境に配慮したおもちゃ作り等の内容を
取り入れたことで、延べ619人の参加があり、幅広い世代
の市民に啓発を行うことができた。

■
講座回数
（回）

1204

1205

環境保全活動の担い手の育
成

達成状況

開講前に公開講座を行い受講者を募った結果、23人が受講
したが、卒業要件を満たした修了者は20人となった。

■

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

■
講座回数
（回）

★
修了者数
（人）

★
延べ参加者数
（人）

1206

森林ボランティアの育成

市民林業士認
定者数（人）

達成状況
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１－３）環境に配慮した行動の実践

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 90 90 90

実績値 90.2 91.0 91.0

目標値 3 3 3

実績値 3 3 4

環境政策課 ○ ○ ○
環境省が策定する方針を市
の方針に遅滞なく反映し、
庁内各課に周知するととも
に、取組状況をモニタリン
グする。

１－４）連携・協働による環境活動の深化

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 120 120 100

実績値 126 100 98

目標値 1 1 1

実績値 1 1 1

環境政策課 ○ △ △

環境保全活動を行う市民・
事業者の活動拠点を運用す
る。

■
研修実施回数
（回）

1301

庁内におけるグリーン調達
の推進

★
備品のグリー
ン調達率
（％）

達成状況

物品購入事務実務担当者を対象にグリーン購入の研修を実
施したほか、新規採用職員研修や、各所属の管理職を対象
とした研修、各所属の所属長を対象とした研修において、
グリーン調達の意義等について理解を促した。

　市民・事業者・行政が取り組んでいる各種の活動等について、様々な場面をきっかけとし
て相互に連携・協働が進み、相乗的な効果が発揮され、いっそう環境活動が市域全体に普
及・定着している状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

1401

活動拠点整備による環境保
全活動の支援

★

　それぞれの生活スタイル・事業活動が、自らが住まい・働く地域だけではなく、日本全
体、世界各地、地球規模での環境に影響を及ぼしていることを認識し、環境負荷の低減や質
の高い環境の実現に向けて、それぞれの役割に応じて環境に配慮した行動に取り組んでいる
状況を目指します。

No.

活動拠点利用
回数（回）

達成状況

環境政策課分室を、環境保全活動を行う団体の活動拠点と
して会議室等を貸し出し、環境保全活動を支援した。
環境保全活動を行う団体に対し、会議、打合せ等が行うこ
とができる活動拠点がある旨を再度周知する。

■
活動拠点数
（施設）

プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 16 16 16

実績値 16 16 16

目標値 2 2 1

実績値 2 2 1

環境政策課 ○ ○ ○
環境に関する活動を行なう
市民団体や事業者と連携
し、「たかつき環境行動計
画（市民・事業者編）」を
推進する。

目標値 300 300 700

実績値 415 657 950

目標値 15 15 15

実績値 14 24 20

環境政策課 ○ ○ ○

市民・事業者・行政が協働
して、団体の活動や環境活
動を広くＰＲする、たかつ
きエコ＆クリーンフェス
タ、環境展を開催する。

目標値 200 200 200

実績値 219 253 232

公園課 ○ ○ ○
地元自治会等を中心とする
地域住民の協力のもと、公
園の維持管理を行い、その
活動に必要な物品の提供等
を行う。

5月31日と6月1日の2日間にわたりたかつきエコ＆クリーン
フェスタを開催し、環境保全活動に取り組む団体の活動に
関する展示や、保育園でのエコクラブ活動の壁新聞の展
示、ソーラーパネルを活用した展示等を実施したほか、エ
ネルギーセンターの工場見学を実施し、950人の参加が
あった。

★

たかつきエコ
＆クリーン
フェスタの参
加者数（人）

物品提供団体
数（団体）

達成状況

地元自治会等を中心とする地域住民の協力のもと、公園の
維持管理を行い、232団体に対し、その活動に必要な物品
の提供等を行った。

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

1404

市民協働による公園管理

No. プログラム名等

■

たかつきエコ
＆クリーン
フェスタの展
示団体数（団
体）

★

1402

たかつき環境行動ネット
ワーク参画団体との連携

■
参画団体と連
携した事業数
（事業）

達成状況

たかつき環境行動ネットワーク参画団体16団体と連携し、
たかつきエコ＆クリーンフェスタ（5月31日、6月1日）を
開催し、参画団体のうち9団体が出展した。

★
参画団体数
（団体）

1403

市民・事業者・行政が連携
したイベントの開催

達成状況
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 2 2 2

実績値 2 0 1

公園課 ○ × ×
地元自治会等を主体とする
地域ボランティアとの協働
による花いっぱいの公園づ
くりを推進するため、その
基盤となる花壇や散水栓を
整備する。

目標値 135 140 140

実績値 136 138 136

目標値 1 1 1

実績値 1 1 1

農林緑政課 ○ △ △

市民が協働して行う地域緑
化に対し、花苗を配布す
る。
また、模範となる取組を実
施した自治会等を緑化功労
者として表彰する。

市民協働による地域緑化を推進するため、配布を希望する
136の市民団体等に花苗の配布を行った。
また、都市緑化フェアにおいて、緑化功労者の表彰を行っ
た。
高齢化の影響で既存の花苗配布団体が減少傾向にあるが、
配布団体増加のため、新たな対象団体の開拓も図ってい
く。

達成状況
1406

自治会等による地域の花壇
作り

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

1405

花いっぱいの公園づくり ■
公園の花壇整
備数（公園）

達成状況

地元自治会等を主体とする地域ボランティアとの協働によ
る花いっぱいの公園づくりを推進するため、その基盤とな
る花壇を1公園で整備した。
地元からの花壇や散水栓整備の要望があれば、今後も積極
的に受け付けていく。

★（成果指標）
■（活動指標）

★
花苗配布団体
数（団体）

■
緑化功労者表
彰（回）
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２）生活環境 

 

望ましい環境像 
誰もが心地よく、 

憩いとやすらぎのある生活を営めるまち 

環境目標 健やかに暮らせる良好な生活環境の保全 

目標達成のための基本方針 

 健康で安心して生活できる環境の確保 

 有害化学物質等による汚染の未然防止 

 不法投棄対策・まちの美化の推進 

 都市型水害、ヒートアイランド対策の推進 

 

表１－３ 目標達成状況（生活環境） 

 

    

 

 

図１－４ 生活環境（８プログラム）

○

7 プログラム

88 %

×

1 プログラム

13 %

評価内容 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

○  7 プログラム  6 プログラム  7 プログラム 

△  0 プログラム  0 プログラム  0 プログラム 

×  1 プログラム  2 プログラム  1 プログラム 

合計  8 プログラム  8 プログラム  8 プログラム 
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２－１）良好な大気・水・土壌環境の確保

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 4 4 4

実績値 4 4 4

環境政策課 ○ ○ ○
大気常時監視局を設け、市
内の大気汚染状況の常時監
視を行う。

目標値 37 37 39

実績値 37 37 39

環境政策課 ○ ○ ○

公共用水域及び地下水の水
質調査地点において、定期
的に水質調査を行う。

目標値 10 11 8

実績値 10 11 8

環境政策課 ○ ○ ○
沿道における自動車交通を
起因とする騒音・振動の調
査を行う。

目標値 13 11 13

実績値 13 11 13

環境政策課 ○ ○ ○

有害大気汚染物質及びダイ
オキシン類の調査を行う。

■
調査地点数
（地点）

大気常時監視局において、大気汚染状況のモニタリングを
実施し、大気汚染状況を把握するとともに、府ホームペー
ジ等において結果の公表を行った。

No. プログラム名等

大阪府公共水域及び地下水の水質測定計画等に基づき、公
共用水域と地下水の水質調査を以下の通り39地点で実施
し、現状の把握を行った。
・公共用水域の水質調査測定地点：21地点
・地下水調査測定地点
①概況調査：3井戸
②継続調査：15井戸

■
測定地点数
（地点）

達成状況

達成状況

2101

大気環境等の監視

達成状況

自動車に起因する騒音・振動の調査を行い、道路管理者に
対して騒音・振動対策の推進を働きかけた。

2104

2102

水質等の調査 ■
測定地点数
（地点）

　事業者の環境保全意識と行政による定期的な立入検査により、事業に伴う排水・排気等は
排出基準を満たした上でさらに低い水準に維持されている状況、また事業活動に伴う新たな
土壌汚染が生じていない状況を目指します。さらに、環境モニタリングとして定期的に大
気・公共用水域・地下水等の環境実態が把握・公表され、環境基準を十分に満たし、良好な
水準であることが幅広く知られている状況を目指します。

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

有害大気、ダイオキシン類（大気、河川、土壌、地下水）
について、常時監視を行い、市域の汚染状況の把握を行っ
た。

達成状況

大気・水質等の有害化学物
質等の調査

2103

沿道の騒音・振動の調査 ■
調査地点数
（地点）

-17 -



２－２）事業活動と快適な生活環境の両立

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 218 194 194

実績値 253 240 203

環境政策課 ○ ○ ○

工場等に対し届出内容や施
設の適正稼働を確認するた
めの立入調査を行う。

目標値 2 2 2

実績値 2 2 2

環境政策課 ○ ○ ○
カラオケ騒音等の近隣騒音
のパトロールを実施し、対
策が必要な事業者に対して
啓発を行う。

目標値 2 2 2

実績値 0 1 1

産業振興課 × × ×

市内の中小製造業が実施す
る騒音・振動・臭気を防止
する設備の導入等に対して
補助を行う。

目標値 6 5 5

実績値 6 4 5

環境政策課 ○ × ○
新幹線及び在来線の騒音・
振動の調査を行う。

達成状況

夜間におけるカラオケ等に起因する近隣騒音防止のため、
パトロールを実施した。

プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

2201

工場・事業場への立入調
査・指導

■
工場等への立
入調査件数
（件）

達成状況

騒音・振動・臭気の防止設
備の設置補助

■
補助件数
（件）

2202

騒音防止の啓発 ■
夜間パトロー
ルの実施回数
（回）

　事業者の高い環境保全意識と周辺居住者との相互理解により、騒音・振動・臭気等が、良
好な水準に維持されている状況を目指します。また、周辺住民の生活環境にも配慮したライ
フスタイルが確立されている状況を目指します。
　さらに、住工が共存できる調和のとれた土地利用となっている状況を目指します。

No.

2203

■
騒音・振動の
調査地点数
（地点）

以下のとおり工場等への立入調査を実施し、届出内容や施
設の適正稼働を確認した。
①大気工場等：60件（アスベスト立入48件を含む）
②水質工場等：57件
③騒音工場等：51件
④振動工場等：14件
⑤土壌工場等：8件
⑥採石工場等：7件
⑦化学物質等：3件
⑧ダイオキシン類工場等：3件

達成状況

広報誌（6月号）やメールマガジン（12月）、イベント時
のチラシ配架等により、企業定着補助金の周知を行い、1
件の補助を行った。
引き続き広報誌やメールマガジン、チラシ配架等により、
企業定着補助金の周知を行うとともに、企業との面談時に
同制度の活用を推奨する。

2204

鉄道の騒音・振動の調査

達成状況

騒音・振動調査を行い、鉄道事業者に対して、騒音・振動
対策の推進を働きかけた。
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３）自然環境 

 

望ましい環境像 河川を軸に人と自然をつなぐみどり豊かなまち 

環境目標 人と自然の共生 

目標達成のための基本方針 

 生物多様性の保全 

 人と共生するみどり（森林・農地）の保全 

 河川を軸とする取組の充実 

 

表１－４ 目標達成状況（自然環境） 

評価内容 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

○ 11 プログラム  13 プログラム 12 プログラム 

△  1 プログラム   1 プログラム  2 プログラム 

×  4 プログラム   2 プログラム  2 プログラム 

合計 16 プログラム  16 プログラム 16 プログラム 

 

 

 

 

 

図１－５ 自然環境（１６プログラム）

○

12 プログラム

75 %

×

2 プログラム

13 %

△

2 プログラム

13 %
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３－１）良好に営まれている森林・農地の保全と創出

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 0.5 0.5 0.5

実績値 4.17 4.40 0.60

農林緑政課 ○ ○ ○
大阪府森林組合が実施す
る、山林地籍調査事業に対
して補助する。

目標値 9.8 0.5 0.5

実績値 0.00 0.14 0.02

農林緑政課 × × ×
公益的機能を有した本市森
林から良質材を生産するこ
とを目的とした間伐・枝打
ち等の施業や、森林作業道
の開設を行う林業者を支援
する。

目標値 80 80 80

実績値 120 130 150

目標値 2 2 2

実績値 2 2 2

農林緑政課 ○ ○ ○
神峰山都市近郊林の育成並
びに自然休養施設の管理運
営を関係者とともに実施す
る。

■

「神峰山の
森」を活用し
たイベントの
開催回数
（回）

■
補助対象面積
（㎢）

3101

山林地籍調査の支援

達成状況

萩谷と原地区において、大阪府森林組合が実施する山林地
籍調査事業において0.6㎢の調査事業に対し補助を行っ
た。

3102

森林施業の支援

達成状況

関係機関と連携し、間伐・枝打ち等の施業や、森林作業道
の開設を実施する林業者への補助事業費確保に努めたが、
0.02㎢の事業面積を支援するに留まった。
関係機関と連携して、計画的に事業実施できるよう補助事
業費を確保し、目標達成に努める。

■

　北部森林の台風被害からの再生、既存の森林や農地の適正な維持管理と利活用、市内産の
農作物・林産品の積極的な消費に、農林業従事者・市民・事業者をはじめとする関係者が取
り組み、森林や農地の有する多面的な機能が十分に発揮されている状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

支援した事業
面積（㎢）

3103

都市近郊林の有効利用

★
イベントの延
べ参加者数
（人）

達成状況

神峰山都市近郊林管理運営協議会が主体となりバードリス
ニング及び森のコンサートを開催し、延べ150人の参加が
あった。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 1 1 1

実績値 1 1 1

目標値 1 1 1

実績値 0 1 1

農林緑政課 ○ ○ ○
公共建築物の整備や公共土
木事業等において、府内産
材の利用に努める。

目標値 43 20 20

実績値 15.12 3.81 4.89

農林緑政課 × × ×

大阪府森林組合が実施する
平成30年台風第21号による
倒木被害からの森林災害復
旧事業を支援する。

目標値 0.2 0.2 0.2

実績値 0.0 3.2 3.1

農林緑政課 × ○ ○
地域の中核となる担い手や
新たな担い手に、農地を集
積・集約する取組を支援す
る。

目標値 3,000 3,000 3,000

実績値 2,366 2,565 3,014

目標値 18 18 18

実績値 17 18 18

農林緑政課 × △ ○
高槻市農業振興団体協議会
等による高槻産農産物の朝
市・直売活動を支援する。

施設所管課へ
の周知回数
（回）

3106

農地の流動化推進 ★
利用権設定面
積（ha）

達成状況

農業委員会と連携し、借受希望者へ農地紹介等の取組によ
り、農地の集積・集約に努め、農地貸借の面積が昨年度比
で3.1ha増加となった。

■
直売活動回数
（回）

3107

朝市・直売活動の支援

★
延べ直売来場
者数（人）

プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

3104

公共施設における木材利用
の推進

達成状況

市立小学校の新１年生に対して高槻産木材製将棋駒を配布
した。

3105

台風による被災森林の復旧 ★
植林面積
（ha）

達成状況

関係機関と連携し、平成30年台風第21号による倒木被害地
での植林事業を実施する林業者への補助事業費確保に努め
たが、4.89haの植林を支援するに留まった。
関係機関と連携して、計画的に事業実施できるよう補助事
業費を確保し、目標達成に努める。

★
府内産材の使
用実績（件）

No.

■

達成状況

今城塚古代歴史館前等で朝市イベントを開催し、延べ
3,014人の来場があり、市民へ地元産農産物をPRすること
で、地産地消を推進した。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 207 239 239

実績値 261 251 244

目標値 300

実績値 395

農林緑政課
保健給食課 ○ ○ ○

学校給食に高槻産農産物
（米・野菜）や米粉パンを
使用する。

目標値 352 352 352

実績値 352 332 505

目標値 90 90 90

実績値 68.3 55.0 99.9

農林緑政課 ○ ○ △

農作物に対するイノシシ、
シカ等有害鳥獣の防除事業
に取り組む地域の農業団体
等を支援する。

■

有害鳥獣被害
防止施設設置
事業補助金執
行率（％）

3109

鳥獣被害対策の推進

★

イノシシ・シ
カ等による被
害額（千円以
下）

達成状況

有害鳥獣被害防止施設に係る設置補助の周知を図り、補助
金執行率99.9％となった。一方で、イノシシ・シカ等の捕
獲数は増加したものの、農作物被害額が増加した。
特にシカの生息数が増加していることから関係機関と連携
し、有害鳥獣対策の強化を図る。

★

高槻産農産物
（米・野菜）
の使用量（ト
ン）

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

3108

学校給食への高槻産農産物
（米・野菜）の導入

達成状況

学校給食へ高槻産農産物（米・野菜）を244トン供給し、
米については週3回の割合で、野菜については地元農家と
調整し不定期で供給した。

年間の出荷回
数（回）

■
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３－２）市民生活を豊かにする水辺環境の充実

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 300 300 300

実績値 771 562 808

目標値 6 5 6

実績値 6 4 5

下水河川企画課 ○ ○ ○
「芥川・ひとと魚にやさし
い川づくりネットワーク～
愛称：芥川倶楽部」の活動
として、芥川の自然とアユ
を守り育てる活動、芥川の
魅力を発信する取組を行
う。

３－３）生物多様性の保全

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 40 50 70

実績値 76 111 112

目標値 60 80 80

実績値 83 83 60

農林緑政課 ○ ○ ○

在来種の生息に悪影響を与
える特定外来生物の防除に
取り組む。

　貴重な野生動植物の保護や特定外来生物の防除をはじめ、緑と水のネットワークづくりや
様々な生物が生息できる空間・拠点の保全と創出などを通じて、生態系から得られる様々な
恵みを支える多様な生物が地域に生息している状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

■
アライグマの
貸出用捕獲器
数（器）

3301

特定外来生物の防除

★
アライグマ捕
獲頭数（頭）

達成状況

アライグマの捕獲を希望する市民に捕獲器の貸出を行い、
捕獲頭数は目標値を上回る112頭を捕獲した。
また、クビアカツヤカミキリの防除対策を行ったほか、そ
の他の特定外来生物の駆除活動や周知啓発も行った。

　芥川や淀川を中心に、豊かな生態系の確立、水辺や生き物との触れ合いの場や憩いと潤い
の空間の形成、各種関係団体の活動と連携により、日常生活や様々なイベントで市民が水辺
に親しんでいる状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

■
イベント・講
座開催回数
（回）

3201

ひとと魚にやさしい川づく
りの推進

★
延べ参加者数
（人）

達成状況

淀川・芥川クリーンアップ大作戦において、複数の企業や
学校に直接働きかけ、本作戦への参加を促すことで、延べ
808人の参加があった。
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 100 120 140

実績値 218 175 181

目標値 4 4 5

実績値 4 6 5

農林緑政課 ○ ○ ○
市民協働により津之江公園
自然再生エリアの保全活動
に取り組むとともに、多様
な生物が生息していること
を市民に周知する。

目標値 10 10 10

実績値 10 10 10

目標値 8 8 8

実績値 10 10 8

農林緑政課 ○ ○ ○
高槻市の保護動物であるホ
タルの保護を啓発するパト
ロールを実施する。

３－４）自然とふれあう機会の充実

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 250 250 180

実績値 286 263 196

目標値 9 9 9

実績値 15 13 9

子ども青少年課 ○ ○ ○

摂津峡青少年キャンプ場に
おいてキャンプ体験イベン
ト等を開催する。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

3302

津之江公園の自然再生と活
用

達成状況

「津之江公園を活かす会」の協力を受け、近隣小学校２校
を対象に環境学習を実施した結果、合計116人の参加が
あった。
また、同会との共催により植物観察会、昆虫観察会、野鳥
観察会を行い、合計65人が参加した。

3303

ホタル保護パトロール

★
ホタルを目視
できた観測地
点数（地点）

達成状況

天候不良による影響もあったが、パトロールを８回実施し
た。

★
市民参加型イ
ベント参加者
数（人）

■
市民参加型イ
ベント実施回
数（回）

ホタル保護パ
トロール実施
回数（回）

■

　市民が森林・農地や水辺空間・多様な生態系の重要性を理解し、各種の機会に体感すると
ともに日常的には保全に向けた取組や配慮に努めている状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

3401

キャンプ場を活用したイベ
ントの開催

★
延べ参加者数
（人）

達成状況

摂津峡青少年キャンプ場において、以下のとおり、キャン
プ体験事業等を実施し、野外体験活動を通じた環境学習の
機会を提供した。
・キャンプ事業：142人参加(6回実施)
・キャンプ体験事業：54人参加(3回実施)

■
実施回数
（回）
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 120 120 120

実績値 117 131 96

目標値 7 7 7

実績値 7 7 7

農林緑政課 △ ○ △

園芸教室等を通じて日常的
に緑化・園芸活動を行う市
民や地域の緑化リーダーと
なる人材を養成する。

目標値 120 120 120

実績値 175 150 163

目標値 4 8 8

実績値 8 8 10

生涯学習センター ○ ○ ○

けやきの森市民大学で自然
環境ふれあい講座を開催す
る。

★
園芸講座受講
者数（人）

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

3402

みどりを支える人材の育成

達成状況

座学だけでなく、実習も多く取り入れ受講生の満足度の向
上を図った結果、定員を上回る応募があったが、受講中の
欠席者もあったため受講者数は96人となった。
連続講座であるため、最後まで継続して参加が得られるよ
うに、講座の組み立て等を工夫していく。

■
園芸講座開催
回数（回）

3403

けやきの森市民大学におけ
る環境講座等の開催

★
延べ参加者数
（人）

達成状況

市内の自然環境の調査、保護・保全活動に尽力している団
体である「ネイチャーたかつき」の方々を講師として、市
内を散策し、身近な森林や水辺に多様な生態系があること
を体感するとともに、自然への関心を高め、環境保全への
理解を深めるための講座を開催し、延べ163人の参加が
あった。

■
事業開催数
（回）
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４）都市環境 

 

望ましい環境像 ゆったりとした時間が流れるおだやかで風格のあるまち 

環境目標 ゆとりある都市環境の創造 

目標達成のための基本方針 

 歴史的・文化的環境の保全 

 地域特性を活かした景観まちづくりの推進 

 人と環境にやさしい交通ネットワークの構築 

 公園などみどりと憩いの空間の整備と保全の推進 

 

表１－５ 目標達成状況（都市環境） 

 

 

 

 

図１－６ 都市環境（１０プログラム）

○

8 プログラム

80 %

×

2 プログラム

20 %

評価内容 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

○  6 プログラム  5 プログラム  8 プログラム 

△  1 プログラム  0 プログラム  0 プログラム 

×  3 プログラム  5 プログラム  2 プログラム 

合計 10 プログラム 10 プログラム 10 プログラム 
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４－１）持続可能な都市構造に向けたまちづくり

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 1 1 1

実績値 2 0 1

都市づくり推進課 ○ × ○
高槻市バリアフリー推進協
議会における各事業者の事
業の進捗管理と意見交換を
実施する。

目標値 10,000 16,000 16,500

実績値 22,532 17,675 16,613

目標値 100 130 135

実績値 132 143 153

管理課 ○ ○ ○
認定こども園や小学校の園
児や児童をはじめ、中学
生・高校生・高齢者を対象
とした幅広い交通安全教室
を開催する。

目標値 150 100 80

実績値 55 80 50

目標値 189 160 156

実績値 182 155 147

管理課 ○ ○ ○

放置自転車や原動機付自転
車の撤去を行う。

4101

バリアフリー関連事業の推
進

達成状況

5月9日に高槻市バリアフリー推進協議会を開催し、関係機
関と進捗管理を行うとともに、意見交換を実施した。

4102

交通安全教室の開催

★
延べ参加者数
（人）

達成状況

幼児・児童や中高生、高齢者等の幅広い年齢層を対象とし
た交通安全教室を開催した。令和6年度は引き続き高齢者
を対象に交通安全教室の開催を呼びかけたため、前年度に
比べ、高齢者交通安全教室の開催数が7回増加するなど、
延べ16,613人の参加があった。

■
交通安全教室
開催回数
（回）

■
推進協議会の
開催回数
（回）

　都市の拠点とその周辺においては、地域特性に応じた都市機能の集積・高度化、一定の密
度を維持した居住空間、高質な徒歩・自転車空間を志向するとともに、これらの相互連携の
ため市営バスを中心とした円滑・快適に利用できる交通ネットワークを活用した、コンパク
トシティ・プラス・ネットワークを念頭に、長期的な人口減少社会においても環境負荷の少
ない都市構造が形成された状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

4103

駅前放置自転車等の撤去の
推進

★
瞬間の放置自
転車台数（台
以下）

達成状況

放置自転車等の特に多い箇所に自転車放置者等街頭指導員
を配備し、自転車を放置しようとする者に、自転車駐車場
への誘導等の啓発を行ったため、放置台数の減少につな
がった。

■
撤去業務の実
施日数（日）
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４－２）みどりと憩いの空間の充実

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 9 9 9

実績値 8 6 8

公園課 × × ×

市内の老朽化した公園を今
日的なニーズを踏まえてリ
フレッシュする。

目標値 10,000 10,000 10,000

実績値 13,084 14,376 4,781

目標値 45 40 40

実績値 38 54 38

農林緑政課 ○ ○ ×

開発行為の事業主に対し
て、民間施設緑化指針に基
づく緑化が図られるよう協
議を行う。

目標値 400 400 400

実績値 481 515 602

農林緑政課 ○ ○ ○
公園や公共の場、コミュニ
ティスペース等に植える緑
化樹を配布する。

■
緑化樹配布本
数（本）

4203

市民協働による地域緑化の
推進

達成状況

市民協働による地域緑化を推進するため、緑化樹の配布を
希望する市民団体及び公共施設等に高木及び低木、つる植
物を602本配布した。

　市街地における貴重なオープンスペースとなる公園や、様々な主体による街なかの緑の保
全と創出を通じて、みどりが有する多様な機能を活かした暮らしに憩いと潤いを与える空間
が形成されている状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

4201

みどりと憩いの空間を創出
する公園の整備

達成状況

市内の老朽化した公園を今日的なニーズを踏まえてリフ
レッシュした。
1公園は地元都合により、取りやめとなったが、再調整の
上、令和7年度に実施予定。
引き続き、労務単価・資材価格が高騰する中で、コストの
縮減を図りながら時代や利用者のニーズに応じた整備を行
う。

4202

民間施設緑化指針に基づく
緑化の推進

★

協定締結によ
り整備される
基本緑化面積
（㎡）

達成状況

一定以上の規模の開発を行う事業者と開発行為緑化協議を
行い、38件（協定緑化面積：4,781㎡）の緑化協議協定を
締結した。
物流倉庫や大規模事業所などの大型開発案件が減少した結
果、協定緑化面積は例年比で大幅減少となった。
協定締結件数は開発行為の件数に左右されるものの、引き
続き指針に定める「基本緑化面積」を上回るよう事業者に
促していく。

■
公園改良工事
数（公園）

■
緑化協議協定
の締結件数
（件）
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 29 29 29

実績値 28 28 29

目標値 4 5 4

実績値 5 1 4

農林緑政課 △ × ○
樹林保護地区や保護樹木の
所有者等に対する樹木医の
派遣や助成金の交付を通じ
た支援を行う。

４－３）地域特性を活かしたまちなみの保全と創出

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 175 150 50

実績値 478 46 177

道路課 ○ × ○
枯損木や倒木による空き桝
に対して、街路樹の補植を
行う。

目標値 3 3 3

実績値 2 1 5

都市づくり推進課 × × ○
景観法及び景観条例に基づ
く届出に際して指導・助言
を行うとともに、景観に関
する市民意識を醸成するイ
ベント等を開催する。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

4301

街路緑化の推進

■
景観イベント
の開催回数
（回）

★
保護樹木の指
定数（本）

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

4204

樹林保護地区・保護樹木の
保全

達成状況

樹木医の派遣回数については、年間の計画に基づき実施
し、目標値を達成した。
保護樹木の指定本数については、新たに1本の指定を行
い、指定数は29本となった。

　長い歴史と風土の中で育くまれてきた歴史資産や伝統的なまちなみ、自然と調和した風
景、地域特性を活かした新たなまちなみにより、多様な魅力が形成された状況を目指しま
す。

■
樹木医の派遣
回数（回）

達成状況

JR高槻駅南駅前広場等において高木、中木及び低木177本
の捕植を実施した。

4302

良好な景観形成の推進

達成状況

景観に関する市民意識の醸成を図るため、出前講座を5回
開催したほか、城下町らしい趣を感じられる町家等の所有
者に対してヒアリングを実施し、ホームページでの公開に
向けて、了解を得られた建物の情報を整理した。

■
補植本数
（本）
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 90 1 1

実績値 4 1 1

都市づくり推進課
清掃業務課 × ○ ○

茨木土木事務所などの関係
機関と連携し、違法な屋外
広告物の簡易除却を実施す
る。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

■
簡易除却の実
施回数（回）

4303

違法屋外広告物の簡易除却

達成状況

9月6日に茨木土木事務所等の関係機関と合同でパトロール
を実施し、違法屋外広告物の簡易除却を行った。
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５）循環型社会 

 

望ましい環境像 限りある資源を活かして、ごみゼロをめざすまち 

環境目標 持続可能な循環型社会の形成 

目標達成のための基本方針 

 ごみ発生の少ない生活スタイル・事業活動の浸透 

 再利用・リサイクルによる資源消費・廃棄物排出の抑

制 

 リサイクルシステムの安定化 

 

表１－６ 目標達成状況（循環型社会） 

※プログラム No.5202「給食残渣の堆肥化」については、設備の老朽化に伴い、令和 5 年度

をもって事業廃止となりました。 

 

 

図１－７ 循環型社会（８プログラム）

○

5 プログラム

63 %

×

3 プログラム

38 %

評価内容 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

○ 5 プログラム  5 プログラム  5 プログラム 

△ 0 プログラム  0 プログラム  0 プログラム 

× 4 プログラム  4 プログラム  3 プログラム 

合計 9 プログラム  9 プログラム  8 プログラム 
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５－１）３Ｒを実践する生活スタイル・事業活動

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 500 500 500

実績値 578 573 563

資源循環推進課 ○ ○ ○
集団回収を啓発するととも
に、実施団体に回収量に応
じた奨励金を交付する。

目標値 10,000 10,000 20,000

実績値 59,795 82,024 74,467

中央図書館 ○ ○ ○
図書館内にリユースブック
コーナーを設置し、不要と
なった図書等の再利用を図
る。

５－２）資源循環と廃棄物の適正処理

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 160 160 160

実績値 38 60 51

資源循環推進課 × × ×

生ごみ堆肥化容器に対して
助成する。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

5201

有機質廃棄物の堆肥化促進

達成状況

広報誌・ホームページ・講演会により市民に対して生ごみ
堆肥化容器の助成について周知を実施した。また、出前講
座時にも周知を実施したが、助成台数は51台となった。
引き続き市民に対して生ごみ堆肥化容器の助成についての
周知を広報誌・ホームページにより実施するとともに、講
演会や出前講座等市民と接する様々な機会を捉えて周知に
努める。

■
集団回収奨励
金交付件数
（件）

■
生ごみ堆肥化
容器助成台数
（台）

5101

地域リサイクル活動の促進

　限りある資源に係る循環の輪を形成していくため、市民・事業者と回収・再生事業者との
相互理解や連携強化、再利用品・リサイクル品の積極的利用が図られている状況を目指しま
す。また、民間の廃棄物処理施設や市の一般廃棄物処理施設においては、法令を遵守したう
えで安定的でより環境負荷の低い廃棄物処理と資源の循環に取り組んでいる状況を目指しま
す。

達成状況

広報誌・ホームページにより市民に対して集団回収に関す
る周知を実施し、奨励金を563件交付した。

5102

図書館蔵書等の有効活用 ★
配布冊数
（冊）

達成状況

令和5年度に引き続き、図書等の整理を重点的に行ったこ
とにより、多数の不要図書等が出たため、図書館利用者に
多くのリユース図書等を提供した結果、74,467冊の図書等
をリユースすることができた。

　ごみの減量（リデュース）、再利用（リユース）を中心とし、これにリサイクルを加えた
3R に、市民・事業者が日々の生活や事業活動の中で様々な内容・方法で取り組むことで、廃
棄物による環境負荷の軽減が図られている状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 1.1 0.9

実績値 1.1 0.9

保健給食課 ○ ○
学校給食残渣等を堆肥化す
るとともに、環境教育の教
材として有効活用を行う。

目標値 10 10 5

実績値 5.90 1.46 1.48

管理課 × × ×

インターネットオークショ
ン等を活用し、撤去自転車
の再生利用を図る。

５－３）まちの美化に向けた協働

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 2 2 2

実績値 1 2 1

清掃業務課 × ○ ×

環境美化推進デーを設定
し、市内一斉清掃を実施す
る。

★（成果指標）
■（活動指標）

5203

撤去自転車の再生利用

5202

給食残渣の堆肥化 ■
堆肥量（ト
ン）

■

再生利用率
（オークショ
ン台数と市民
販売台数の合
計／年間処分
台数）（％）

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

達成状況

学校給食残渣等をたい肥化する設備の老朽化に伴い、令和
5年度をもって事業を廃止した。

■
実施回数
（回）

5301

環境美化推進デーの開催

達成状況

11月17日（秋季）に合計396団体／31,277人を参加人数と
する市内一斉清掃を実施した。なお、春季については5月
19日に実施予定だったが、雨天により中止となった。
今後も、年間2回の実施を予定。

達成状況

撤去自転車のうち、引き取りが無く一定期間保管して所有
権が市に移転した自転車について、販売が可能な自転車を
選別した上で、市民向けのリサイクル販売やインターネッ
トオークションを用いた販売を実施したが、再生利用率は
1.48%となった。
撤去自転車のうち、リサイクル基準を満たす自転車が減少
したことで活動指標が達成できなかった。なお、今後につ
いても、継続して取組を進めていくことで、市民のリサイ
クルへの意識の向上を図っていく。

　市民・事業者の高いまちの美化意識により、不法投棄や吸い殻等のポイ捨て等が未然防止
されているとともに、日常的な公共空間・公益的空間における美化活動が行われることで、
清潔で快適に過ごすことのできる状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）
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令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 1,800 1,800 1,600

実績値 1,100 1,300 1,800

目標値 18 18 18

実績値 11 13 15

教育指導課 × × ○

地域、保護者、児童生徒が
協力し、学校周辺等の清掃
活動を行う。

目標値 50 100 50

実績値 172 86 125

清掃業務課 ○ × ○
不法投棄等の多発地点を中
心に定期的なパトロールを
実施し、不法投棄の発見と
ごみの回収を行う。

目標値 1 1 1

実績値 1 1 1

清掃業務課 ○ ○ ○
放置された犬のふん近くに
警告カード等を貼り付ける
ことにより、飼養者に対し
てマナー向上を呼びかける
「イエローカード作戦」を
市民協働で実施する。

5304

犬のふん放置禁止の啓発 ■
周知回数
（回）

達成状況

ホームページを通じて、犬のふん放置禁止の啓発のため、
イエローカード作戦及びイエローチョーク作戦の周知を
行った。

★
延べ参加者数
（人）

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

5302

小中学校周辺のクリーン
キャンペーン

■
実施中学校区
数（校区）

達成状況

全ての校区において実施することはできなかったが、昨年
度より実施校区数・参加者数ともに増加した。
学校周辺のみならず、校区内の公園の清掃も行う校区や、
児童生徒の探究活動の一環として地域とともに課題意識を
もって取り組んだ校区もあった。

5303

不法投棄パトロール ■
実施回数
（回）

達成状況

不法投棄が多く発生する区域のパトロール及び散乱ごみの
回収を重点的に実施したほか、通報があった際にごみの回
収を行ったため、実施回数が125回となった。
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６）地球環境 

 

望ましい環境像 地球規模で考え、身近なことから行動するまち 

環境目標 地域からの環境負荷低減の取組 

目標達成のための基本方針 

 地球温暖化対策などの推進 

 省資源・省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの

活用 

 広域的な環境問題に対する連携の推進 

 

表１－７ 目標達成状況（地球環境） 

 

 

 

 

図１－８ 地球環境（７プログラム）

○

5 プログラム

71 %

×

1 プログラム

14 %

△

1 プログラム

14 %

評価内容 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

○ 6 プログラム  5 プログラム  5 プログラム 

△ 0 プログラム  0 プログラム  1 プログラム 

× 1 プログラム  2 プログラム  1 プログラム 

合計 7 プログラム  7 プログラム  7 プログラム 
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６－１）温室効果ガス排出量の少ない建物・自動車等への転換

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 230 220 219

実績値 194 172 168

環境政策課 × × ×
住宅等に太陽光発電システ
ム、太陽熱利用システム、
ペレットストーブ等を設置
する市民、または省エネ改
修を実施する市民に補助を
実施する。

目標値 3 3 3

実績値 5 2 3

環境政策課 ○ × ○
市内の事業所に省エネ設
備・新エネ設備を導入する
民間事業者に補助を実施す
る。

目標値 90 97 98

実績値 95.9 97.0 99.4

管理課 ○ ○ ○
LED等省エネタイプの街路灯
への移行を進める。

6101

再エネ・省エネ設備設置等
補助

■
補助件数
（件）

達成状況

住宅等への省エネ・創エネ機器の設置費用の一部を補助す
るエコハウス補助金を実施し、168件の補助金を交付し
た。
ホームページ・広報誌への掲載、支所等へパンフレットを
配架することで市民へ周知し、補助件数の増加を目指す。

6102

民間事業者省エネ設備導入
支援

■
補助件数
（件）

達成状況

省エネ設備・創エネ設備を導入する事業者から3件の事業
計画の提出があり、全ての事業者が交付要件を満たしてい
たため、補助金を交付した。

★（成果指標）
■（活動指標）

　建物や設備・機器を省エネルギー性能の高いものへと転換していくことや、再生可能エネ
ルギーの活用、次世代自動車の普及を図ることで、温室効果ガス排出量が少ない快適な生活
環境及び事業環境が確立された状況を目指します。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

6103

市管理街路灯の省エネル
ギー化

■
LED化率
（％）

達成状況

市管理街路灯をLED灯へ改修した。
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６－２）二酸化炭素の少ない選択の習慣づけ

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 1,565 1,676 1,819

実績値 1,566 1,728 1,756

目標値 10 10 10

実績値 14 15 15

交通部総務企画課 ○ ○ △

イベントや啓発、その他の
方策を通じて市営バスの利
用促進を図る。

目標値 2.22 2.22 2.22

実績値 2.30 2.33 2.37

目標値 2 2 2

実績値 4 2 2

交通部運輸課 ○ ○ ○
乗務員にアイドリングス
トップを励行させると共に
部内研修の実施、また運行
記録を活用しエコドライブ
を推進する。
あわせて更新時に環境に配
慮した車両を購入する。

★
市営バスの年
間乗車人数
（万人）

★ 燃費（㎞/L）

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果

★（成果指標）
■（活動指標）

6201

市営バスの利用促進

■
利用者促進に
寄与する事業
数（事業）

達成状況

以下の事業を実施し、市営バスの利用促進を図り、年間乗
車数は約1,756万人となった。
①おでかけパス（U-12、U-15）、②70周年記念事業（記念
乗車券の販売）、③ラッピングバス運行（高槻やよいライ
ナー、将棋ライナー、たかつきばすお号）、④イベント開
催時の臨時バスや貸切バスの運行（ハーフマラソン、くら
わんか花火大会等）、⑤イベント出展1（みどりのカーニ
バル）、⑥イベント出展2（スルっとKANSAIバスまつ
り）、⑦イベント出展3（高槻産業フェスタ2024）、⑧イ
ベント出展4（OPENたかつき）、⑨イベント出展5（たかつ
き将棋まつり）、⑩イベント出展6（高槻やよいバース
デーイベント）、⑪こうのとりパス（妊婦特別運賃制
度）、⑫かるがもパス（乳児保護者等特別運賃制度）、⑬
ベビーカー教室、⑭車庫見学（市内小学校児童等）、⑮出
前講座（関西大学、市民等）
引き続きイベント等を通じて、市営バスの利用促進を図
る。

6202

市営バス運行時の省エネル
ギー化

■
乗務員研修実
施回数（回）

達成状況

エコドライブ運転の励行について、乗務員研修の内容とし
て実施し、環境に配慮した車両の導入も行った結果、燃費
が2.37㎞/Lに向上した。

　市民・事業者が地球温暖化に係る情報収集や学習を通して、行動に際してより省エネ・温
室効果ガス排出量の少ないものを選ぶなど「賢い選択」に取り組み、このような環境に配慮
した選択が社会の価値観として共有されている状況を目指します。
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６－３）気候変動への備えの充実

令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値 1 1 1

実績値 1 1 1

保健予防課 ○ ○ ○

熱中症予防に資する啓発活
動を実施する。

目標値 12 12 12

実績値 14 13 15

下水河川企画課 ○ ○ ○
高槻市水害・土砂災害ハ
ザードマップを全戸配布
し、その活用方法を出前講
座等を通じて周知する。

　気象災害や健康影響など温暖化に伴うリスクについて正確な情報や危機感を共有し、甚大
な自然災害の経験を教訓に、一人ひとりが地球温暖化の影響から暮らしや事業活動を守るた
めの取組を行っている状況を目指します。

★（成果指標）
■（活動指標）

6301

熱中症の予防 ■
熱中症予防に
関する啓発回
数（回）

達成状況

総合センター及び保健所前に「のぼり」を設置した他、保
健所及び市役所本館にポスターを掲示。また、広報誌・
ホームページ・ケーブルテレビといった広報媒体を活用し
た啓発を行った。

6302

風水害への備え ■

ハザードマッ
プ活用出前講
座開催回数
（回）

達成状況

わが街高槻ガイドの案内や、受講者に関係する地域に合わ
せるなど講座の精度を高めることで、出前講座の参加者か
らの紹介による講座の依頼があった。

No. プログラム名等

年度目標／実績及び目標達成に向けて
令和６年度に実施した内容・結果
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(3) 定量的な現状把握に用いる指標の実績 

 「第２次高槻市環境基本計画〔令和４年３月改訂版〕」に定める定量的な現状把握に用いる

指標の令和６年度実績は、以下のとおりです。 

 引き続き、各指標について実績値が望ましい方向性に推移するよう取り組みます。 

表１－８ 定量的な現状把握に用いる指標 

 指標 
計画当初値 望ましい 

方向性 

実績値 

令和 2年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

環
境
行
動 

良好な環境を目指した活動が 

豊富と感じる市民の割合 
57.4 % 

 
43.0 % 45.7 % 45.5 % 

環境に関する情報が十分にある

と感じる市民の割合 
43.8% 

 
27.4 % 29.5 % 30.2 % 

生
活
環
境 

河川水質（BOD）の環境基準 

達成状況[3/3 地点] 

100％ 

[3/3 地点] 

 

 
 

100％ 

[3/3 地点] 

100％ 

[3/3 地点] 

100％ 

[3/3 地点] 

自
然
環
境 

身近な自然環境とのふれあいを

実感している市民の割合 
87.3 % 

 
77.1 % 80.6 % 76.3 % 

都
市
環
境 

景観重点地区の面積 9.3 ha 
 

9.3 ha 9.3 ha 9.3 ha 

市民１人当たりの都市公園面積 5.91 ㎡ 
 

5.95 ㎡ 5.98 ㎡ 6.02 ㎡ 

循
環
型
社
会 

市民１人１日当たりの 

家庭系ごみ排出量 
624 g 

 
595 g 572 g 559 g 

市民１人１日当たりの 

事業系ごみ排出量 
256 g 

 
261 g 256 g 257 g 

リサイクル率 
19 % 

（令和元年）  

20 %  

(令和 3 年) 

20 %  

(令和 4 年) 

20 %  

(令和 5 年) 

不法投棄やポイ捨ての少ない 

美しいまちと感じる市民の割合 
59.6％ 

 
49.3％ 59.6 % 59.5 % 

地
球
環
境 

市域の温室効果ガス排出量 

削減率（2013 年度比） 

21.7% 

（平成 30 年）  

24.7％ 

(令和 2 年) 

31.0％ 

(令和 3 年) 

21.8％ 

(令和 4 年) 

(暫定値) 
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２ 第２期たかつき地球温暖化対策アクションプラン 

(1) 第２期たかつき地球温暖化対策アクションプランの概要 

「第２期たかつき地球温暖化対策アクションプラン」（以下、「アクションプラン」といいま

す。）は、令和３年３月に、市域の現状と地域特性を踏まえ、市民・事業者・行政等の各主体

が、それぞれの役割に応じた取組を総合的かつ計画的に推進していくことで、市域から排出さ

れる温室効果ガスを削減することを目的として策定しました。 

 

ア 計画の目標 

目標年度における温室効果ガス排出量の目標値は、地球温暖化に関する社会状況や本市を

取り巻く環境、これまでの市民・事業者・行政の取組状況等を踏まえ、前計画において温室

効果ガス削減が一定進展したことや市民・事業者の意識醸成の状況を考慮して、２０３０（令

和１２）年度までに、２０１３（平成２５）年度比で温室効果ガスを３０％削減するとして

います。 

 

 

 

イ 各主体の役割 

地球温暖化対策として実効性のある取組を進めるためには、市民・事業者・行政がそれぞ

れの立場で取り組むとともに協働しながら、温室効果ガスの削減を着実に積み上げることが

求められます。そのための各主体の役割は以下のとおりです。 

 

 

  

２０３０（令和１２）年度までに２０１３（平成２５）年度比で 

温室効果ガスを３０％削減する。 

 

市民 

市 

市民は、日常生活において、温室効果ガスの排出を抑制するための取
組を積極的に行うよう努め、市等が実施する地球温暖化防止に向けた
取組に参加・協力します。 

事業者は、自らの事業活動や関連事業者において排出される温室効果
ガスの抑制に積極的に努め、市等が実施する地球温暖化防止に向けた
取組に参加・協力します。 

市は、魅力あるまちづくりを進めて行く中で、地域特性を活かしなが
ら、地球温暖化対策を率先して実施するとともに、関係機関等と連携
を図りながら市民・事業者の意識向上を促します。 

国･府 
国及び大阪府は、技術革新の促進や規制・誘導などを通じて、市民や
事業者が温室効果ガス削減に取り組む仕組づくりや支援を行います。 
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(2) ２０２２（令和４）年度温室効果ガス排出量（暫定値1） 

排出量の算定2にあたっては、「アクションプラン」策定時同様、平成２９年３月に国が策定

した「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」を参考に行っています。 

 

ア 高槻市の温室効果ガス排出量 

高槻市の２０２２（令和４）年度の排出量（暫定値）は、１２６．５万ｔ－ＣＯ２で、基

準年度（２０１３（平成２５）年度）比で約２１．８％減、前年度比で約１３．４％増とな

っています。 

なお、前年度と比較して温室効果ガスの排出量が増加した主な要因としては、電気の排出

係数3が上昇したことや、家庭部門における電気の使用量が増加したことが挙げられます。 

 

 

図２－１ 高槻市の温室効果ガス総排出量および基礎排出係数 

  

                                                   
1 資源エネルギー庁は、２０２４（令和６）年１２月に「都道府県別エネルギー消費統計調査」デ

ータの暫定値を公表。なお、確定値については、次年度の実績報告にて公表予定。 
2 排出量を算定するにあたり、２０２２（令和４）年度までのデータしか公表されていない統計デ

ータもあるため、２０２３（令和５）年度以降は未算定。 
3 使用電力量１kWh あたりの二酸化炭素排出量を表す係数。発電時の電源構成（火力発電や再生可能

エネルギー等による発電のバランス）により変動し、火力発電の割合が増加すると係数は大きく

なる。なお、図２－１の基礎排出係数については、電気事業者別排出係数一覧（環境省ＨＰ）よ

り、各年度ごとの関西電力株式会社の係数を記載している。 
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ちなみに、我が国の２０２２（令和４）年度の温室効果ガス排出量は、２０１３（平成２

５）年度比１９．３％減、前年度比２．５％減となっています。なお、２０２１（令和３）

年度からの減少要因としては、発電電力量の減少や鉄鋼業における生産量の減少等によるエ

ネルギー消費量が減少したこと等が挙げられています。 

 

図２－２ 我が国の温室効果ガス排出量（２０２２（令和４）年度確報値） 出典：環境省 
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イ 高槻市の部門別温室効果ガス排出量 

本市の部門別温室効果ガス排出量について

は、最も多いのが家庭部門4で全体の３２．９％

を占めています。次いで業務部門5（２２．５％）、

運輸部門6（２２．５％）、産業部門7（１６．６％）、

廃棄物部門8（５．５％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

また、２０１３（平成２５年）度比をみると、最も減少しているのが、産業部門（－３６％）

と業務部門（－３６％）で次いで、家庭部門（－２４％）となっています。一方、運輸部門

と廃棄物部門では増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 家庭におけるエネルギー消費を対象とする部門。自家用車に関するものは除く。 
5 産業部門に属さない、第三次産業（卸・小売業、飲食店、サービス業、医療、公務など）に属す

る企業・法人のエネルギー消費を対象とする部門。運輸部門は除く。 
6 人の移動や物資の輸送にかかわるエネルギー消費を対象とする部門。輸送形態は自動車、鉄道に

区分される。 
7 第一次産業（農林業）および第二次産業（鉱業、建設業、製造業）の各業種でのエネルギー消費

を対象とする部門。運輸部門は除く。 
8 一般廃棄物、産業廃棄物の処理および下水処理を対象とする部門。 

図２－３ 部門別温室効果ガス排出量 

図２－４ 温室効果ガス排出量の部門別推移 

 

<>内は 2013(平成 25）年度比 
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(3) ２０２４（令和６）年度における施策の実施状況 

「アクションプラン」の５つの基本方針に資する施策の実施状況については、「たかつき環

境行動計画（行政編）（第２章１）」及び「たかつきエコオフィスプラン（第２章３）」のとお

りですが、そのうち地球温暖化対策に寄与する主な施策の実施状況の詳細については以下のと

おりです。 

 

ア エコハウス補助金 

住宅用太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備や、家庭用燃料電池の設置、窓の

断熱改修等の省エネルギー設備等を導入する市民に、その費用の一部を助成するエコハウス

補助金を実施しています。２０２４（令和６）年度は１６８件について補助金を交付しまし

た。 

表２－１ エコハウス補助金等を利用した機器別設置件数 

年度 

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム 

蓄
電
池 

Ｖ
２
Ｈ 

太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム 

ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ 

窓
の
断
熱
改
修 

エ
ネ
フ
ァ
ー
ム 

雨
水
貯
留
タ
ン
ク 

エ
コ
キ
ュ
ー
ト 

エ
コ
ウ
ィ
ル 

（件） （ｋＷ） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件） 

2007（H19）～ 

2012（H24） 

1,320 4,792.1 - - 12 14 80 - - - - 

2013（H25） 581 2,453.5 0 - 0 0 0 4 - 16 1 

2014（H26） 260 1,206.3 0 - 1 1 3 17 6 10 2 

2015（H27） 244 1,085.3 6 - 0 3 4 24 9 32 1 

2016（H28） 229 1,037.0 21 - 0 3 2 43 11 57 2 

2017（H29） 149 724.1 36 - 1 3 5 22 32 26 0 

2018（H30） 187 914.7 68 - 0 1 4 29 20 43 - 

2019（R 1） 180 859.5 81 - 1 2 3 38 21 50 - 

2020（R 2） 47 241.2 47 - 1 1 10 251 7 - - 

2021（R 3） 88 519.4 88 - 2 1 58 60 6 - - 

2022（R 4） 88 494.1 88 - 1 3 46 50 6 - - 

2023（R 5） 93 582.5 91 2 0 1 46 30 2 - - 

2024（R 6） 86 563.7 86 2 0 1 55 20 4 - - 

合計 3,552 15,473.5 612 4 19 34 316 588 124 234 6 

 

イ 民間事業者省エネルギー設備等導入事業費補助金 

高槻市内で自ら使用する事業所又は事務所等に、省エネルギー設備等を導入する中小事業

者に、その費用の一部を助成する民間事業者省エネルギー設備等導入事業費補助金を実施し

ています。２０２４（令和６）年度は３事業者に補助金を交付しました。 
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表２－２ 民間事業者省エネルギー設備等導入事業費補助金年度別交付件数 

年度 
交付件数 

（件） 

ＣＯ２削減量 

（ｔ-ＣＯ2／年） 
導入設備 

2010（H22）～

2012（H24） 
9 87.6 

・太陽光発電システム ・ＬＥＤ照明 

・高効率照明 ・窓用日射フィルム 

2013（H25） 2 68.6 ・ＬＥＤ照明 

2014（H26） 2 49.2 ・ＬＥＤ照明 

2015（H27） 3 51.1 ・ＬＥＤ照明 

2016（H28） 3 18.7 ・ＬＥＤ照明 

2017（H29） 2 12.9 ・ＬＥＤ照明 ・高効率空調設備 

2018（H30） 3 18.5 
・太陽光発電システム ・ＬＥＤ照明 

・高効率空調設備 

2019（R 1） 3 32.7 ・ＬＥＤ照明 ・高効率ボイラー 

2020（R 2） 3 34.8 ・高効率空調設備 ・高効率オーブン 

2021（R 3） 3 15.4 
・太陽光発電システム ・ＬＥＤ照明 

・高効率空調設備 

2022（R 4） 5 24.0 ・ＬＥＤ照明 ・高効率空調設備 

2023（R 5） 2 16.8 ・高効率ボイラー ・高効率空調設備 

2024（R 6） 3 36.0 ・太陽光発電システム ・ＬＥＤ照明 

合計 38 466.3  

 

ウ 集合住宅省エネルギー改修補助金について 

高槻市内の集合住宅で、窓の断熱改修等の省エネルギー改修や自然エネルギー設備を導入

する管理組合等に、その費用の一部を助成する集合住宅省エネルギー改修補助金を実施して

います。２０２４（令和６）年度は補助金の申請はありませんでした。 

 

表２－３ 集合住宅省エネルギー改修補助金年度別交付件数 

年度 
交付件数 

（件） 

ＣＯ２削減量 

（ｔ-ＣＯ2／年） 
導入設備 

2020（R 2） 1 19.5 ・窓の断熱改修 

2021（R 3） 0 － － 

2022（R 4） 1 0.2 ・屋上の断熱改修 

2023（R 5） 1 2.9 ・屋上の断熱改修 

2024（R 6） 0 － － 

合計 3 22.6  
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エ 一般廃棄物の焼却に伴う温室効果ガス排出量 

高槻市内で排出される一般廃棄物については、エネルギーセンターにおいて焼却処理して

おり、これに伴う温室効果ガス排出量は２０２４（令和６）年度は４３，５９５ｔ－ＣＯ２

でした。この温室効果ガスは、一般廃棄物中の廃プラスチックの焼却に伴い排出されるもの

であり、廃プラスチックの組成率の変動によって増減します。 

表２－４ 一般廃棄物の焼却に伴う温室効果ガス排出量 

年度 

焼却 

一般廃棄物量 

（ｔ） 

廃プラスチック 

組成率 

（％） 

廃プラスチック 

焼却量9 

（ｔ） 

温室効果ガス 

排出量 

（ｔ－ＣＯ２） 

2013（H25） 104,114 12.9 13,470 39,143 

2014（H26） 102,911 11.1 11,472 33,588 

2015（H27） 102,225 12.2 12,428 36,155 

2016（H28） 99,465 15.8 15,753 45,318 

2017（H29） 99,596 10.8 10,771 31,522 

2018（H30） 102,359 14.8 15,098 43,553 

2019（R 1） 100,359 19.8 19,846 56,672 

2020（R 2） 97,624 17.1 16,650 47,772 

2021（R 3） 96,325 17.8 17,148 49,131 

2022（R 4） 94,128 22.2 20,918 59,534 

2023（R 5） 91,246 18.0 16,443 47,090 

2024（R 6） 89,723 16.9 15,190 43,595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 一般廃棄物焼却に伴う温室効果ガス排出量と廃プラスチック組成率の推移 

                                                   
9 廃プラスチック組成率の小数点第２位を四捨五入して表記していますが、プラスチック焼却量の

算出には、小数点第２位以下まで含めた廃プラスチック組成率を使用しているため、表中の値に

誤差が生じています。 
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なお、エネルギーセンターにおいては、一般廃棄物焼却時の燃焼熱を活用した発電を行っ

ています。発電された電気は、エネルギーセンター内で利用されているほか、余剰電力は電

力会社に送電しています。 

エネルギーセンターにおける発電電力量の推移は以下のとおりです。なお、２０１９（令

和元）年度より、発電設備のなかった第一工場（焼却能力４５０ｔ／日）の運転を終了し、

高効率な発電設備を備えた第三工場（焼却能力１５０ｔ／日、発電能力４，３００ｋＷ）を

新たに運転開始しました。これにより第二工場（焼却能力１８０ｔ／日×２、発電能力４，

９５０ｋＷ）とあわせて、より一層、効率的に廃棄物発電を行うことができるようになりま

した。 

表２－５ エネルギーセンターにおける廃棄物発電の発電電力量等の実績 

年度 発電電力量 消費電力量 余剰電力量 

2013（H25） 27,301 22,378 7,663 

2014（H26） 19,071 23,869 2,847 

2015（H27） 27,177 22,035 7,401 

2016（H28） 27,551 21,971 7,980 

2017（H29） 27,392 21,680 7,740 

2018（H30） 30,129 21,943 9,867 

2019（R 1） 42,022 19,485 22,572 

2020（R 2） 42,462 18,686 23,793 

2021（R 3） 40,909  18,802  22,136  

2022（R 4） 39,525 18,805 20,756 

2023（R 5） 38,556 19,027 19,590 

2024（R 6） 36,276 18,883 17,482 

 

 

図２－６ エネルギーセンターにおける廃棄物発電の発電電力量等の推移 

（単位：ＭＷｈ） 

電
力
量

(M
W

h
) 
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(4) 高槻市域における地球温暖化対策に関する状況 

「アクションプラン」では施策の参考とするため、市域における以下の状況を把握すること

としています。 

ア 市域における電力消費量10 

 

資料：大阪府および電力会社提供データより作成 

 

イ 市域における太陽光発電システム設置件数（累積） 

 

資料：経済産業省資源エネルギー庁「エリア別の認定及び導入量（市町村別）」より作成 

 

                                                   
10 ２０１７（平成２９）年度、２０１８（平成３０）年度は、大阪府提供データ、２０２０（令和

２）年度以降については、電力会社提供データです。２０１６（平成２８）年度以前および２０

１９（令和元）年度については電力消費量を把握できるデータがないため記載していません。 
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ウ 市域における家庭用燃料電池(エネファーム)設置件数（累積） 

  

資料：ガス会社提供データより作成 

エ 市域における森林の二酸化炭素吸収量11 

  

資料：「大阪府統計年鑑」および「三島地域の民林樹種別面積」より作成 

                                                   
11 森林吸収量は以下のとおり推計。なお、Ｔ年度の森林面積＜Ｔ１年度の森林面積の場合は、

０としています。 

 年間の森林吸収量 = (Ｔ年度の森林面積−Ｔ１年度の森林面積) ×バイオマス係数 ×

（１＋地上部に対する地下部の比率） ×容積密度 ×炭素含有率 ×
４４

１２
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（参考資料）市域における温室効果ガスの推計方法の概要 

 市域における温室効果ガスの排出量は以下の計算方法に基づき、推計を行いました。 

 

 エネルギー起源ＣＯ２ 

部門・対象 発生源・燃料種別 計算方法 

産
業 

製造業 

電力 

都市ガス 

その他燃料 

製造業種別ＣＯ２排出量（大阪府）

×  
業種別製造品出荷額（高槻市）

業種別製造品出荷額（大阪府）
 

建設・鉱業 

建設業・鉱業別ＣＯ２排出量（大阪府）

×  
建設業・鉱業別従業者数（高槻市）

建設業・鉱業別従業者数（大阪府）
 

農林業 

農林水産業ＣＯ２排出量（大阪府）

×  
農林水産業従事者数（高槻市）

農林水産業従事者数（大阪府）
 

業務 

業務部門業種別ＣＯ２排出量（大阪府）

×  
第三次産業業種別従業者数（高槻市）

第三次産業業種別従業者数（大阪府）
 

家庭 家庭部門ＣＯ２排出量（大阪府）×  
世帯数（高槻市）

世帯数（大阪府）
 

運
輸 

自動車 自動車の燃料 
自動車交通ＣＯ２排出量データ提供システム（環境省） 

×  車種別排出係数 

鉄道 電力 年間電力使用量 ×  
高槻市内営業キロ数

総営業キロ数
 ×  排出係数 

 

 エネルギー起源ＣＯ２以外のガス 

 

部門・対象 ガス種類 発生源 計算方法 

燃
料
の
燃
焼 

自動車走行 
ＣＨ４ 

Ｎ２Ｏ 
自動車走行 

自動車交通ＣＯ２排出量データ提供システム（環境省）

×  燃料別車種別走行キロ

×  燃料別排出係数 

廃
棄
物 

焼却処分 

ＣＯ２ 一般廃棄物 
一般廃棄物焼却量 ×  廃プラスチック組成率 

×  排出係数 

ＣＨ４ 

Ｎ２Ｏ 

一般廃棄物 一般廃棄物焼却量 ×  排出係数 ×  温暖化係数 

産業廃棄物 下水汚泥の焼却量 ×  排出係数 ×  温暖化係数 

排水処理 

終末処理場 下水処理量 ×  排出係数 ×  温暖化係数 

し尿処理施設 
し尿処理量及び浄化槽汚泥処理量 ×  排出係数 

×  温暖化係数 
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３ たかつきエコオフィスプラン 

(1) たかつきエコオフィスプランの概要 

本市では地球環境問題へ対応するため、『地球温暖化対策の推進に関する法律』に基づき、平成

１２年に「たかつきエコオフィスプラン」を策定し、一事業者・一消費者として省エネルギー、省

資源など環境に配慮した事業活動の取組を始めました。 

現在の「たかつきエコオフィスプラン（令和３年度～令和１２年度）」では、エネルギー起源の

二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・ハイドロフルオロカーボン類1を削減対象の温室効果ガスと

し、これの排出量を「２０３０（令和１２）年度までに２０１３（平成２５）年度比で、５１％削

減する」ことを目標に掲げ、取組を進めています。 

 

(2) ２０２４（令和６）年度の実績 

２０２４（令和６）年度における市の事務事業における温室効果ガス排出量は、２４，３７９ｔ

－ＣＯ２と、基準年度（２０１３（平成２５）年度）比で３７．２％の削減、前年度比で８．４％

の減少となりました。 

 

 

図３－１ 温室効果ガス排出量 

 

前年度と比較して、温室効果ガス排出量が減少した主な要因は、高圧電力契約施設のうち約９０

施設において再生可能エネルギーを含む電力を調達したことなどが影響しています。引き続き、環

境に配慮した電力の調達に努めます。 

個別の取組における目標値及び２０２４（令和６）年度の達成状況は次のとおりです。 

  

                                            
1 燃料の燃焼や、供給された電気や熱の使用に伴って排出される温室効果ガス。 
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ア 施設の低炭素化 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

施設のエネルギー使用量を２０１９

（Ｒ１）年度から毎年１％ずつ削減す

る。 
○ 

エネルギー使用量は４８８，４７４ＧＪで、

基準年度比で７．３％削減しました。 

目標目安：５００，９００ＧＪ 

 

図３－２ 施設のエネルギー使用量2 

 

市の施設のエネルギー使用量は、目標目安を１２，４２６ＧＪ（２．５％）下回りましたが、

前年度比では２．９％の増加となりました。これは、前年よりも残暑が長く続いたことにより、

各施設における空調稼働時間が長くなったことが一因と考えられます。引き続き、空調設備の運

転管理の適正化や省エネルギー設備の導入などの取組を継続し、施設の省エネルギー化を図り

ます。 

 

  

                                            
2 ２０２３（令和５）年４月の「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の改正

により、電力の１次エネルギー換算係数は、新たに８．６４ＭＪ／ｋＷｈの値を使用するよう示されたが、「図３－２ 

施設のエネルギー使用量」においては、エネルギー使用量の経年変化を比較するため、改正前と同じ９．７６ＭＪ／

ｋＷｈを用いて算出。 
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イ 公用車の低炭素化 

(ｱ)【自動車運送事業以外の部局】公用車の燃費改善 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

公用車の燃費（総走行距離÷燃料使用

量）を２０１９（Ｒ１）年度から毎年１％

ずつ向上する。 
× 

燃費は、５．７０ｋｍ/Ｌとなり、基準年

度比で１３．１％悪化しました。 

目標目安：６．８９ｋｍ/Ｌ 

図３－３（自動車運送事業以外の部局）公用車の燃費 

 

(ｲ)【自動車運送事業】市営バス等の燃費改善 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

市営バス等の燃費を２０１５（Ｈ２７）

～２０１９（Ｒ１）年度平均燃費以上と

する。 
× 

燃費は、２.３７ｋｍ/Ｌとなり、２０１

５（Ｈ２７）～２０１９（Ｒ１）年度平均

比で４．４％悪化しました。 

目標値：２．４８ｋｍ/Ｌ 

図３－４（自動車運送事業部局）公用車の燃費  
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自動車運送事業以外の部局における公用車の燃費は、目標目安を１．１９ｋｍ/Ｌ下回り、

前年度と比べても０．２９ｋｍ/Ｌ下回りました。この要因として、公用車の経年劣化等によ

る燃費の悪化が考えられます。 

また、自動車運送事業における市営バス等については、前年度と比べ、猛暑日の日数が増加

しており、平均気温も高かったことから、車内エアコンの空調負荷の増加により、燃費の悪化

に繋がったと考えられます。その結果、目標値と比較して０．１１ｋｍ/Ｌ下回りました。 

引き続き、エコドライブなど、公用車の燃費向上にむけた取組に努めます。 

 

ウ 省資源  

(ｱ)【市長部局等】紙購入量の削減 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

紙購入量を２０１５（Ｈ２７）～２０１

９（Ｒ１）年度平均枚数以下とする。 
○ 

紙購入量は１９，５１４千枚（Ａ４換算）

で、２０１５（Ｈ２７）～２０１９（Ｒ１）

年度平均枚数比で１５．７％減少しまし

た。 
目標値：２３，１５１千枚（Ａ４換算） 

図３－５ 紙購入量（市長部局等） 

 

市長部局等における紙購入量は、庁内会議の電子化やパソコン上で文書の決裁を行う電子

決裁の積極的な利用などにより、目標値を３，６３７千枚（１５．７％）下回りました。引き

続き、両面印刷の徹底や電子会議・電子決裁の積極的な利用など、紙使用量削減のための取組

を継続して行います。  
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(ｲ)【学校園】紙購入量の削減 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

紙購入量を２０１５（Ｈ２７）～２０１

９（Ｒ１）年度平均枚数以下とする。 
○ 

紙購入量は４１，９６５千枚（Ａ４換算）

で、２０１５（Ｈ２７）～２０１９（Ｒ１）

年度平均枚数比で２０．６％減少しまし

た。 
目標値：５２，８２１千枚（Ａ４換算） 

図３－６ 紙購入量（学校園） 

 

学校園における紙購入量は、２０１５（Ｈ２７）～２０１９（Ｒ１）年度平均枚数を１０，

８５６千枚（２０．６％）下回りましたが、前年度比では７．５％の増加となりました。これ

は、職員間又は職員と保護者間の情報共有や生徒等への学習支援に紙を利用しており、一部の

学校園で生徒数等が増加していることや運営の変更等によるものと考えられます。引き続き、

各学校園においてペーパレス化を進めるなど紙購入量の削減のための取組を継続して行いま

す。 
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エ 廃棄物量の抑制  

(ｱ)【焼却ごみ量】 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

焼却ごみ量を２０１９（Ｒ１）度から

毎年１％ずつ削減する。 ○ 

焼却ごみ量は７３２トンで、基準年度比

で２７．９％削減しました。 

目標目安：９６５トン 

図３－７ 市の施設より発生する焼却ごみ量 

 

市の施設から発生する焼却ごみ量は、目標目安を２３３トン（２４．１％）下回りました。

この要因として、職員のリサイクル意識の向上や学校園におけるＩＣＴの利活用により紙ご

みが減少したことなどが考えられます。引き続き、施設で発生するごみの分別及び適正な処

理・処分を徹底し、ごみの発生抑制に努めます。 
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(ｲ)【リサイクル率】 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

リサイクル率（紙・ビン・缶・ペット

ボトル等のリサイクル量÷総廃棄物量

×１００）を２０１５（Ｈ２７）～２

０１９（Ｒ１）年度の平均以上とす

る。 

○ 

リサイクル率は、２６．２％となり２０

１５～２０１９年度平均比で２．２ポイ

ント向上しました。 

目標値：２４％ 

図３－８ 紙・ビン・缶・ペットボトル等のリサイクル率 

 

市の施設から発生する可燃ごみのうち、リサイクルされた紙・ビン・缶・ペットボトル等の

割合は、２０１５（Ｈ２７）～２０１９（Ｒ１）年度の平均を２．２ポイント上回りまし

た。引き続き、施設で発生するごみの分別及び適正処理の徹底など、リサイクル率の向上のた

めの取組に努めます。 
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オ グリーン調達 

目標 ２０２４（令和６）年度達成状況 

備品のグリーン調達率を９０％以上

とする。 ○ 

備品のグリーン調達率は９１．０％とな

り、目標を達成しました。 

目標値：９０％ 

図３－９ 備品のグリーン調達実施率 

 

「たかつきグリーン調達方針」に基づき、備品購入の際にグリーン調達を実施し、目標値と

比べて１．０ポイント上回り、目標を達成しました。引き続き、「たかつきグリーン調達方針」

に基づき、グリーン調達に努めます。  
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表３－１ 令和６年度取組実績一覧表 

取組項目 目標 令和６年度達成状況 

ア 施設の低炭素化 施設のエネルギー使用量を2019(R1)

年度から毎年1％ずつ削減する。 ○ 

エネルギー使用量 

：488,474GJ 

目標目安：500,900GJ 

イ 公用車の低炭素化 (ｱ) 【自動車運送事業以外の部局】 

公用車の燃費（総走行距離÷燃

料使用量）を2019(R1)年度から

毎年1％ずつ向上する。 

× 

燃費 

 ：5.70km/L 

目標目安：6.89km/L 

(ｲ) 【自動車運送事業】 

市営バス等の燃費を2015(H27)

～2019(R1)年度平均燃費以上と

する。 

× 

燃費 

 ：2.37km/L 

目標値：2.48km/L 

ウ 省資源 (ｱ) 【市長部局等】 

紙購入量を2015(H27)～2019(R

1)年度平均枚数以下とする。 
○ 

紙購入量 

：19,514千枚（A4換算） 

目標値：23,151千枚（A4換算） 

(ｲ) 【学校園】 

紙購入量を2015(H27)～2019(R

1)年度平均枚数以下とする。 
○ 

紙購入量 

：41,965千枚（A4換算） 

目標値：52,821千枚（A4換算） 

エ 廃棄物量の抑制 (ｱ) 【焼却ごみ量】 

焼却ごみ量を2019(R1)年度から

毎年1％ずつ削減する。 
○ 

市の施設より発生する 

焼却ごみ量 

 ：732トン 

目標目安：965トン 

(ｲ) 【リサイクル率】 

リサイクル率（紙・ビン・缶・

ペットボトル等のリサイクル量

÷総廃棄物量×100）を2015(H2

7)～2019(R1)年度の平均以上と

する。 

○ 

リサイクル率 

：26.2% 

目標値：24% 

オ グリーン調達 備品のグリーン調達率を90%以上とす

る。 ○ 

グリーン調達率 

 ：91.0% 

目標値：90% 
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４ 環境マネジメントシステム 

(1) 全体概要 

本市では、「高槻市環境基本計画」、「たかつき地球温暖化対策アクションプラン」、「たかつ

きエコオフィスプラン」、「たかつき環境行動計画（行政編）」の効果的・効率的な実施のため

独自の環境マネジメントシステムに基づくＰＤＣＡサイクルを導入しており、様々な環境施

策の進行管理、一事業者としての事業活動に伴う環境負荷の軽減の推進、内部環境監査による

各所属での取組状況を確認しています。 

さらに、市域の環境の現状、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を取りまとめた年

次報告書「たかつきの環境」を公表し、市民意見の把握、環境・温暖化対策審議会による取組

状況の点検・評価を実施しています。 

 

図４－１ 全体概要 

  

高槻市環境マネジメントシステム 

 

（１）以下の項目について、進行管理を実施 

① エコオフィスプラン 

② グリーンイベント 

③ 法的要求事項 

④ 研修及び緊急事態への準備・対応 

⑤ 公共工事 

⑥ 環境行動計画（行政編） 

 

（２）内部環境監査の実施 

 

（３）環境施策全般の取りまとめ・公表 

① 「たかつきの環境」の作成、公表 

② 市民意見の募集 

 

（４）環境・温暖化対策審議会による点検・評価 
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(2) 運用体制 

本市の環境マネジメントシステムは、事務局が実行組織の環境施策の取組状況を取りまと

め、環境マネジメントシステム推進会議へ報告し、必要な見直しを行うこととしています。ま

た、事務局とは別に独立した内部環境監査委員会が、実行組織の取組状況を監査することによ

り、多角的に環境施策を見直すこととしています。 

  

      図４－２ 運用体制 

 

(3) 管理項目の進捗状況  

環境マネジメントシステムでは、システムの管理項目として、①エコオフィスプラン、②グ

リーンイベント、③法的要求事項、④研修及び緊急事態への準備・対応、⑤公共工事、⑥環境

行動計画（行政編）を定めています。 

 

ア エコオフィスプラン （第２章３ 参照） 

 

イ グリーンイベント 

「グリーンイベントガイドライン」に基づき、市が直接又は間接的に関係するイベント

を対象に、①イベントの実施にあたっての環境配慮（冷暖房の適正な温度設定やごみの分

別等）、②イベントを契機とした参加者への環境啓発（公共交通機関利用の呼びかけ等）に

努めました。 

 

  

  

内部環境監査委員会 

事
務
局 

環境マネジメントシステム推進会議 

（会長：市長、構成員：部長等） 

環境マネジメントシステム推進会議幹事会 

（各部庶務担当課長等） 

実行責任者（所属長等） 

エコ推進員 

職員 

実行総括責任者（部長等） 

【実行組織】 

 

  

取組結果の報告 

点検・評価、 
見直し等の指示 

  

  

取組結果の報告 

指示事項、取組結果等のフィードバック 

取組結果の 

評価・点検 

  点検・評価、 
見直し等の指示 

取組提案 取組指導 

改善指導 

改善指導 

取組状況の
報告 

取組状況の
報告 

報告 
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ウ 法的要求事項 

消防法等で定められた設備の点検やフロン類を使用した設備の点検・漏洩報告など、庁

舎管理などに伴う環境面から必要となる法令の遵守事項等については、年度当初に法令改

正等の有無の確認を行い、新たに全庁的に必要となる対応がないことを確認しました。 

 

エ 研修及び緊急事態への準備・対応 

(ｱ) 研修 

環境マネジメントシステムの推進及び円滑な運用のため、研修を表４―１のとおり実

施しました。 

表４－１ 研修の実績 

研修名 対象者、研修内容等 

環境マネジメントシステム

推進研修（１） 

 

課長級・係長級等（実行責任者及びエコ推進員）を対象

に、環境マネジメントシステムの適切な運用を促進する

ため、環境マネジメントシステムの基本事項や環境マネ

ジメントシステム運用の具体的作業について研修を行

いました。 

環境マネジメントシステム

推進研修（２） 

 

主に課長級（実行責任者）を対象とし、所属長による率

先行動を期待するとともに、職場研修として展開するこ

とで、全職員の環境意識の向上を図ることを目的に、環

境に配慮した公共建築物整備指針、グリーン調達、 グ

リーンイベント、 熱中症対策について研修を行いまし

た。 

職場研修 

新規採用職員研修 

 

新規採用職員を対象に、職員として環境に配慮した実際

の業務における「実践」に繋げることを目的に、本市の

環境マネジメントシステム及びエコオフィスプランの

意義、目的、取組などについて研修を行いました。 

 

(ｲ) 緊急事態への準備・対応 

緊急事態発生時に、環境へ重大な影響を及ぼす可能性のある業務を把握し、その業務

がある場合は、緊急事態を想定した訓練を実施しました。（保健衛生課における検査室で

の事故を想定した対処方法の確認、エネルギーセンターにおける危険物火災を想定した

消火訓練など） 
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オ 公共工事 

「環境に配慮した公共工事手順書（土木工事編）」及び「同（建築工事編）」に基づいて、

土木工事及び建築工事における、リサイクル材の使用や建設副産物の削減など、設計段階

から環境への負荷低減に取り組みました。なお、実績は表４－２のとおりです。 

 

表４－２ 環境に配慮した公共工事に関する実績 

取組項目 目標 令和 6年度実績 

公共工事において、環境

に配慮した資材の使用

を推進する。 

●リサイクル材等使用率 

土木工事 

生コンクリート※１ 95％以上 ○ 100.0％ 

アスファルト合材※２ 95％以上 ○ 99.5％ 

砕石 90％以上 ○ 95.8％ 

建築工事 

アスファルト合材※２ 95％以上 〇 100.0％ 

砕石 90％以上 ○ 100.0％ 

公共工事において、現場

内利用など残土の再利

用を進めるとともに、建

設副産物のリサイクル

を推進する。 

●リサイクル率 

土木工事 

コンクリート塊 95％以上 ○ 100.0％ 

アスファルト塊 95％以上 ○ 100.0％ 

建築工事 

コンクリート塊 95％以上 ○ 100.0％ 

アスファルト塊 95％以上 ○ 100.0％ 

※１ 高炉 B.B 含む 

※２ 排水性舗装及び透水性舗装を除く 

 

カ たかつき環境行動計画（行政編） （第２章１ 参照） 
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(4) 内部環境監査 

  環境マネジメントシステムが適切に運用されているかを確認するため、内部環境監査を実

施しました。 

 

ア 令和６年度内部環境監査対象 

・ 内部環境監査 

対象組織：６所属（うち前年度省エネ診断実施施設所管課２課） 

対象期間：令和５年度、令和６年度上半期 

 

イ 内部環境監査員 

・ 内部環境監査員６名（うち主任環境監査員２名、環境監査員４名） 

・ ２チーム編成 

 

ウ 内部環境監査実施結果 

優良事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３件 （前年度  １件） 

（優れている又は他の模範とすべき取組）   

指摘事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 （前年度  ０件） 

（監査基準に適合しておらず、重大な影響を及ぼす

恐れがある状況） 

  

指導事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件 （前年度  ０件） 

（監査基準に適合していない状況）   

観察事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９件 （前年度 ２８件） 

（監査基準に適合しているが、改善した方がよい又は 

経過観察を要する状況） 

 

前年度監査指摘・指導事項 ・・・・・・・・・・・・・ ０件  

 

【優良事項】 

・ 施設エネルギー使用量（経年） 

市役所本館において ESCO 事業を実施したことで、エネルギー使用量を約２割削減で

き、大きな効果を上げている。総合センターにおいて、エネルギー使用量を約４割削

減できた実績があり、２施設において効果を上げたことで、省エネ改修を行うことの

優位性を示すことができた。 

・ 最大需要電力量 

市役所本館における ESCO 事業の実施により、最大需要電力を１割程度低減でき、省

エネ化だけでなく、電力の基本料金の低減にも寄与したことで、省エネ改修を行うこ

との優位性を示すことができた。 

・ 職場研修実施状況 

研修内容等を決める研修委員会を課内に設置し、復習効果を高めるため理解度チェッ

クシートを作成し、ポイントとなる部分について確認するなど、習熟度を高める工夫

がなされていた。 
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【指導事項】 

・ エコオフィスプラン（廃棄物量の抑制） 

廃棄物量の把握について、実測や袋数からの推計、清掃業者からの聞取りなどの手法

をとらず、前年度の数値を参考にして数値を入力していた。前年度の計量方法も不明

であるなど、計量方法が曖昧で数値の根拠もなく、年度間の比較もできない状態であ

った。また、執務室内のごみ箱にリサイクルごみが混入している状況であった。 

・ エコオフィスプラン点検状況 

エコオフィスプランの取組の大部分を実行責任者が一人で実施しており、エコ推進員

との連携が取れていないなど、組織的な対応がなされていなかった。そのため、実行

責任者が異動等により交代すると前年度からの継続性が失われ、環境マネジメントシ

ステムを適切に運用できていない状況であった。 

 

【観察事項】 

・ 施設の低炭素化に関する経過観察（６件) 

エネルギー使用量が目標未達成であった。時間外における適切な作業環境維持のため、

空調運転時間の延長、各種団体利用の増加、夏季の酷暑による影響等によりエネルギ

ー使用量が増加したことが要因である。エネルギー使用量削減のための取組はそれぞ

れ実施していることから、今後の状況について観察を要する。 

・ 重点取組項目「紙の使用量削減」に関する経過観察（５件） 

重点取組項目が目標未達成であった。申請者の増加、一時的な業務の増加などが主な

要因である。電子決裁の推進など使用量低減に向けた取組を行い、改善が見られてい

ることから、今後の状況について観察を要する。 

・ 公用車の低炭素化に関する経過観察（４件） 

公用車の燃費が目標未達成であった。エコドライブに対する意識付け、近距離移動で

の自転車の利用促進などの対応も行っていることから、今後の状況について観察を要

する。 

また、車両の使用年数が長くなっていることも要因であり車両に不要な物を積まない

よう周知するなど、燃費向上に向けて配慮されていることから、今後の状況について

観察を要する。 

・ 省資源に関する経過観察（４件） 

紙購入量が目標未達成であった。前年度と紙の購入時期が異なることや在庫状況を鑑

み一括購入を行ったため一時的に購入量が増加したことなどが要因である。購入量や

時期の平準化を行う姿勢がみられることから、今後の状況について観察を要する。 

また、事業拡大や事業の準備など定例業務以外で紙の使用が増えたことが要因である

事項について、裏紙利用の徹底など省資源化に取り組んでいることから、今後の状況

について観察を要する。 

・ 廃棄物量の抑制に関する経過観察（２件） 

廃棄物のリサイクル率が目標未達成であった。分別回収の推進が行われるよう品目別

のゴミ箱を設置するなど適切な対応が取られていることから、今後の状況について観
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察を要する。 

また、点検評価表の入力漏れが見られたほか、可燃ごみの中にリサイクルごみが混入

しており分別が徹底できていなかった事項においては、引き続き観察を要する。 

・ 施設エネルギー使用量（経年）の増加に関する経過観察（２件） 

酷暑によるエネルギー使用量の増加などが要因と考えられる。施設利用者等の健康被

害防止のため、やむを得ないところであるが、今後の状況について観察を要する。 

・ 環境法令等遵守状況に関する経過観察（２件） 

適切な対象設備の把握が出来ていなかったため、報告に誤りがあった。今後の状況に

ついて観察を要する。 

・ 緊急事態想定訓練実施状況に関する経過観察（２件） 

敷地内に給油所があるが、危険物等の敷地外流出を想定した訓練等を実施していなか

ったほか、訓練自体は実施されていたものの報告漏れがあったなど不備が認められた

ことから、今後の実施状況について観察を要する。 

・ 施設最大需要電力量（経年）の増加に関する経過観察（１件） 

前年と比べ、電気使用量及び需要量の増加が見られたが、これは空調更新後、適切な

運転条件が設定できていなかったことが要因である。改善に向けて、関係部署と相談、

空調設定の変更や給気ダンバーの閉鎖等の対策を講じたことにより、電気使用量・需

要量の抑制が図られていることから、今後の状況について観察を要する。 

・ 点検状況に関する経過観察（１件） 

実績入力漏れがあった。入力漏れについて認識し、適切に運用する意思が示されてい

ることから、今後の状況について観察を要する。 

 

【前年度監査指摘・指導事項】 

・ 前年度監査にて指摘及び指導事項はなかった。 
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５ 環境保全 

私たちは、自然をさまざまな形で利用しています。また、事業活動などによって自然環境や人

の健康、生活に被害を与えることがあります。そのため、環境基本法では「公害」として、事業

活動や人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、

振動、地盤の沈下や悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと規定してい

ます。 

「公害」は、日本が高度経済成長期にあった昭和４０年代に大きく社会問題化しました。特に

「水俣病」、「四日市ぜんそく」、「イタイイタイ病」などは、その地方に住む人々の健康に大きな

影響を与えました。また、高槻市域においても、光化学スモッグ、河川の汚濁、道路や鉄道の騒

音・振動が著しく問題となりました。 

この様なことから市では、環境の常時監視と、工場及び事業場への環境面での規制と監視を行

っており、今日では公害が生活環境に与える影響は大きく改善しています。 

 

(1) 大気汚染  

大気汚染とは、種々の人間活動によって排出される物質の濃度が通常より高くなり、人の健

康や生活環境に影響を及ぼす状態をいいます。 

代表的な大気汚染物質としては、自動車排出ガスよる窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素（Ｃ

Ｏ）、炭化水素（ＨＣ）、工場･事業場での燃料の燃焼により発生する硫黄酸化物（ＳＯｘ）や

ばいじん等があります。 

日本では高度経済成長に入った昭和３０年代後半から昭和５０年代にかけて著しい大気汚

染が発生しましたが、現在は大きく改善されています。 

 

ア 大気汚染の調査結果の概況及び評価 

大気汚染防止法に基づき高槻北局、庄所局、

梶原局及び高槻市役所局にて、大気汚染の状

況について、常時監視を行っています。 

測定結果は、大阪府のホームページ（大阪

府の大気情報のページ）で閲覧することがで

きます。 

各測定局における測定項目は表５－１のと

おりです。 

図５－１ 高槻市域における測定局の位置 
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   表５－１ 各測定局における測定項目 

局名 
項目 高槻市役所 高槻北 庄所 梶原 

二 酸 化 硫 黄 〇 ― ― ― 

浮 遊 粒 子 状 物 質 〇 〇 〇 〇 

光化学オキシダント ― 〇 〇 ― 

窒 素 酸 化 物 〇 ― 〇 〇 

一 酸 化 炭 素 〇 ― ― 〇 

炭 化 水 素 〇 ― ― ― 

微 小 粒 子 状 物 質 〇 〇 〇 ― 

有 害 大 気 汚 染 物 質 〇 ― 〇 ― 

風 向 ・ 風 速 〇 〇 〇 〇 

温 度 ・ 湿 度 ― ― ― 〇 

 

(ｱ) 二酸化硫黄 

二酸化硫黄は、石油・石炭等に含まれる硫黄分が燃焼することによって大気中に放出さ

れます。このため、石油・石炭等を燃料として使用する施設が主な発生源になります。 

令和６年度は、高槻市役所局で環境基準を達成しており、近年はほぼ横ばいで推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 浮遊粒子状物質 

大気中に存在する浮遊粉じん等は、工場、事業場、交通機関等からの人為的な原因に

よって発生するもののほか、砂じんの舞い上がりや火山活動などの自然的な原因によっ

ても発生します。粒子が小さいものほど落ちてくる速度が遅く、人体への影響も大きい

ことから、粒径１０マイクロメートル（μm）以下の浮遊粉じんについて浮遊粒子状物質

（ＳＰＭ）として環境基準が設定されています。 

令和６年度は、測定全局で環境基準を達成しており、近年はほぼ横ばいで推移してい

ます。 

  

図５－２ 二酸化硫黄濃度の経年変化（年平均値） 
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(ｳ) 光化学オキシダント 

光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物や炭化水素等から、強い紫外線によって

生成される酸化性物質の総称で、光化学スモッグの原因物質です。 

令和６年度は、高槻北局及び庄所局ともに０．０６ｐｐｍを超えないという環境基準は

達成することはできませんでした。また、昼間の光化学オキシダント濃度が０．０６ｐｐ

ｍを超えた時間数でみると、令和６年度は令和５年度と比較して、測定全局で増加しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 窒素酸化物 

窒素酸化物は自動車や工場からの排出ガス中に含まれます。排出時の窒素酸化物のほと

んどは一酸化窒素ですが、これが大気中で徐々に酸化され二酸化窒素に変化します。 

 

ａ 一酸化窒素 

測定全局について、経年変化を見ると、近年はほぼ横ばいで推移しています。な

お、一酸化窒素の環境基準は定められていません。 

  

図５－３ 浮遊粒子状物質濃度の経年変化（年平均値） 

図５－４ 昼間の光化学オキシダント濃度が環境基準を超えた時間数 
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ｂ 二酸化窒素 

令和６年度は、測定全局で環境基準を達成しており、近年はほぼ横ばいで推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 一酸化炭素 

一酸化炭素は、炭素又は炭素化合物の不完全燃焼によって生成されます。主な発生源が

自動車排出ガスであるため、交通量の多い幹線道路の沿道で高濃度になる傾向があります。 

令和６年度は、測定全局で環境基準を達成しており、近年ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－６ 二酸化窒素濃度の経年変化（年平均値） 

図５－７ 一酸化炭素濃度の経年変化（年平均値） 

図５－５ 一酸化窒素濃度の経年変化（年平均値） 
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(ｶ) 炭化水素 

炭化水素は、反応性のほとんどないメタンと反応性のある非メタン炭化水素に分類され

ます。非メタン炭化水素は、光化学スモッグの原因物質になります。 

非メタン炭化水素の午前６～９時の３時間平均値が指針値を超えた日数でみると、令和

６年度は令和５年度と比較して減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｷ) 微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 

ＰＭ2.5 とは、浮遊粒子状物質の中でも粒径が２．５マイクロメートル（μm）以下のも

のを言います。この物質は粒径が更に微細なことから、呼吸時に気管支や肺の奥にまで達

するため呼吸器疾患などの健康への影響が懸念されています。発生源としては、自然的な

原因に加え、燃料の燃焼によって発生するばいじん、ディーゼル自動車からの排出ガス、

その他大気中でガス状物質が反応して生成される二次生成粒子などがあります。 

令和６年度は、測定全局で環境基準を達成しており、令和５年度と比較して、ほぼ横ば

いで推移しています。 

大阪府ではＰＭ2.5 が高濃度（１日平均値７０μｇ／ｍ３超）になると予測されるときに、

府内全域に注意喚起を行うことになっていますが、令和６年度は大阪府全域で注意喚起の

発令はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５－８ 非メタン炭化水素の午前６～９時の３時間平均値が指針値を超えた日数 

図５－９ 微小粒子状物質濃度の経年変化（年平均値） 
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(ｸ) ＰＭ2.5成分分析 

ＰＭ2.5がどのように発生し、大気中に拡散するかを把握するため、年４回、各２週間ず

つ高槻市役所局及び庄所局でＰＭ2.5成分分析調査を実施しています。 

ＰＭ2.5の構成成分は、硫黄酸化物や窒素酸化物のガス状物質が大気中で光化学反応等

により生成されるイオン成分（硫酸イオン、硝酸イオン、アンモニウムイオン）や炭素

成分（有機炭素、元素状炭素）が大部分を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 大気汚染の現象 

(ｱ) 光化学スモッグ 

大阪府から光化学スモッグ予報等が発令されると、防災情報メールにより広く府民に周

知されます。また、本市では、関係機関への連絡を通じて、市民への周知を図っています。 

令和６年度の本市を含む北大阪地域における光化学スモッグ予報等の発令状況は、予報

が２件、注意報が１件発令されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５－１１ 予報・注意報発令回数の推移 

図５－１０ 令和６年度のＰＭ2.5の成分構成 

高槻市役所局 年平均 庄所局 年平均 

硫酸イオン

18%

硝酸イオン

4%

アンモニウ

ムイオン

7%

有機炭素 40%

元素状炭素

8%

無機元素成分

4%

その他の成分

19%
硫酸イオン

19%

硝酸イオン

4%

アンモニウ

ムイオン

7%

有機炭素 39%

元素状炭素

7%

無機元素成分

4%

その他の成分

20%
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表５－２ 光化学スモッグの種別 

種別 発令基準 措置 

予報  

 

オキシダント濃度 

0.08ppm 以上かつ気

象条件から注意報の

発令基準に達すると

認められるとき 

注意報に備えてテレビ、ラジオ等の報道に注意。 

屋外での特に過激な運動は避ける。 

注意報 オキシダント濃度が

0.12ppm 以上のとき 

屋外になるべく出ない。 

学校等においては、できるだけ屋外の運動を避

け、屋内に入る。 

警報 オキシダント濃度が

0.24ppm 以上のとき 

屋外になるべく出ない。 

学校等においては、屋外の運動をやめ屋内に入

り、窓を閉鎖するなどの措置をとる。 

重大緊急警報 オキシダント濃度が

0.40ppm 以上のとき 

屋外に出ない。 

警報と同じ措置をとっていることを再確認する 

自動車を使用しないよう極力努める。 
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(2) 水質汚濁  

水質汚濁とは、河川などが持つ自然浄化作用の限界を超えて水質が悪化し、人の健康や生活

環境などに悪影響を及ぼすことで、その主な原因は工場や家庭等から出る排水です。 

市では、水質汚濁防止法に基づき、公共用水域の状況を常時監視するほか、工場・事業場に

対して立入検査を行っています。 

 

ア 水質汚濁の調査の概況 

市では、水質汚濁防止法第１５条第１項の規定により公共用水域における水質汚濁の状況

を常時監視するため、市内の河川及び水路の水質を定期的に調査しています。 

水質測定地点は、大阪府公共用水域水質測定計画において、環境基準点（以下「基準点」

という。）として芥川の塚脇橋と鷺打橋、檜尾川の磐手杜神社の合計３地点が設定されてい

ます。また、準環境基準点（以下「準基準点」という。）として女瀬川の天堂橋、番田井路の

玉川橋の２地点が設定されています。さらに市独自に１７地点を水質測定地点に定めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５－１２ 公共用水域水質調査地点 

 

地点名 
環境基 

準類型 

水生 

生物 

保全 

類型 

水系 河川名 

両国橋 ＡＡ 生物Ａ 芥川 芥川 

塚脇橋 ＡＡ 生物Ａ 芥川 芥川 

門前橋 Ａ 生物Ｂ 芥川 芥川 

奈佐原 4号橋 ― ― 芥川 女瀬川 

氷室団地 ― ― 芥川 女瀬川 

天堂橋 ― ― 芥川 女瀬川 

鷺打橋 Ａ 生物Ｂ 芥川 芥川 

琴堂橋 Ａ 生物Ｂ 檜尾川 檜尾川 

東檜尾川 ― ― 檜尾川 東檜尾川 

磐手杜神社 Ａ 生物Ｂ 檜尾川 檜尾川 

演習橋 Ａ 生物Ｂ 檜尾川 檜尾川 

五者井路 ― ― 番田井路 五者井路 

今井出水路 ― ― 番田井路 今井出水路 

津之江水路 ― ― 番田井路 津之江水路 

柳川 ― ― 番田井路 柳川 

五領揚水機場 ― ― 番田井路 ― 

北大冠水路 ― ― 番田井路 北大冠水路 

東部排水路 ― ― 番田井路 東部排水路 

玉川橋 ― ― 番田井路 番田井路 

三箇牧揚水機場 ― ― 番田井路 ― 

三箇牧水路 ― ― 番田井路 三箇牧水路 

明治水路 ― ― 番田井路 明治水路 

備考 

1 塚脇橋、磐手杜神社、鷺打橋は基準点である。 

2 天堂橋、玉川橋 は準基準点である。 

3 上記 1、2以外の 17 地点は市独自地点である。 

4 鷺打橋は平成 12 年から国土交通省近畿地方整備局の

測定地点である。 

5 市内には、中央部を北から南に流れ淀川に流入する芥

川水系、東部を北から南に流れ淀川に流入する檜尾川

水系及び南部を東西に横切り神崎川に流入する番田井

路水系の 3つの水系がある。 

両国橋 

新名神高速道路 

名神高速道路 

JR 線 
阪急線 

新幹線 

淀川 

芥川 

檜尾川 

琴堂橋 

東檜尾川 

磐手杜神社 

塚脇橋 

五領揚水機場 

演習橋 

北大冠水路 

奈佐原４号橋 

五者井路 

氷室団地 門前橋 

今井出水路 

天堂橋 

津之江水路 

鷺打橋 

東部排水路 

三箇牧揚水機場 

明治水路 

三箇牧水路 

柳川 

玉川橋 
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測定回数は、基準点が年１２回、準基準点が年４回、市独自地点が年２回です。測定項目

は、カドミウム、砒素などの人の健康の保護に係る項目（健康項目）、ｐＨ（水素イオン濃

度）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）などの生活環境の保全に係る項目（生活環境項目）、

溶解性鉄、硝酸性窒素などの特殊項目、全マンガン、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ（ペルフルオロ

オクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸）などの要監視項目です。 

 

イ 水質汚濁の調査結果の概況及び評価 

公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件として、人の健康を保護し、生活環境を保全す

る上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という）が環境基本法（平成５年法

律第９１号）第１６条に基づき定められています。 

市で実施している水質測定結果の評価は環境基準との比較により行っています。 

 

(ｱ) 健康項目 

健康項目の環境基準は、公共用水域全域について適用されます。 

令和６年度は、全２２地点において調査した全２６項目で環境基準を達成しました。 

 

(ｲ) 生活環境項目 

生活環境項目の環境基準は、水域の利用目的の適応性及び水生生物の生息状況の適応性

に応じて複数の類型が設けられています。市内では、芥川上流域、芥川下流域及び檜尾川

全域が類型指定されており、この類型に応じた環境基準が適用されます。 

 

ａ ＢＯＤ 

類型指定された水域におけるＢＯＤの環境基準の達成状況については、各水域の代表

地点である基準点において、７５％水質値（年間の日間平均値の全データを数値の低い

方から順に並べたときの０．７５×ｎ番目（ｎはデータ数）のデータ値）が環境基準に

適合しているかどうかで判断します。 

令和６年度は、芥川上流域（塚脇橋）、芥川下流域（鷺打橋）及び檜尾川（磐手杜神

社）の３水域全てで環境基準を達成しました。 

 

表５－３ ＢＯＤの環境基準達成状況 

類型指定 

の水域 
類型 基準点 

基準値 

ｍｇ／Ｌ 

75％水質値 

ｍｇ／Ｌ 

達成 

状況 

芥川 

上流域 
ＡＡ 塚脇橋 1以下 0.5 ○ 

芥川 

下流域 
Ａ 鷺打橋 2以下 1.1 ○ 

檜尾川 Ａ 磐手杜神社 2以下 0.7 ○ 
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ｂ 水生生物の保全に係る項目 

類型指定された水域における水生生物の保全に係る項目の環境基準の達成状況につ

いては、各水域の代表地点である基準点において、年間平均値が環境基準に適合してい

るかどうかで判断します。 

令和６年度は、芥川上流域（塚脇橋）、芥川下流域（鷺打橋）及び檜尾川（磐手杜神

社）の３水域全てで環境基準を達成しました。 

 

表５－４ 水生生物の保全に係る項目の環境基準達成状況 

 

(ｳ) 要監視項目 

要監視項目には人の健康保護に係る項目と水生生物の保全に係る項目があり、いずれも

環境基準がないものの指針値（ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ（ペルフルオロオクタンスルホン酸

及びペルフルオロオクタン酸）については、暫定指針値）が設定されています。指針値に

ついては、人の健康保護に係る項目は公共用水域全域で適用され、水生生物の保全に係る

項目は類型指定された水域で適用されます。 

 

ａ 人の健康保護に係る項目 

令和６年度は、２地点で全２７項目を、１地点で３項目を測定した結果、マンガンに

ついては、１地点において指針値を超えていましたが、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ（ペルフ

ルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸）等その他の項目については、

全ての地点で指針値（暫定指針値を含む）を下回りました。 

なお、水道水のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについては、国によって水質管理目標設定項目

に位置づけられており、水道部のホームページで測定結果を公表しております。 

 

b 水生生物の保全に係る項目 

令和６年度は、２地点で全６項目を測定した結果、全地点において指針値を下回りま

した。 

 

(ｴ) 農業用水 

市では、公共用水域で水質調査を行っている２１地点において、農業（水稲）用水基準

項目についても分析を行っています。 

類型指定 

の水域 
類型 基準点 

全亜鉛 

mg/L 

ノニルフェノール 

mg/L 

ＬＡＳ 

mg/L 

基準値 
年間 

平均値 

達成 

状況 
基準値 

年間 

平均値 

達成 

状況 
基準値 

年間 

平均値 

達成 

状況 

芥川 

上流域 

生物

Ａ 
塚脇橋 

0.03 

以下 
0.006 ○ 

0.001 

以下 
<0.00006 ○ 

0.03 

以下 
<0.0006 ○ 

芥川 

下流域 

生物

Ｂ 
鷺打橋 

0.03 

以下 
0.001 ○ 

0.002 

以下 
<0.00006 ○ 

0.05 

以下 
<0.0006 ○ 

檜尾川 
生物

Ｂ 
磐手杜神社 

0.03 

以下 
0.006 ○ 

0.002 

以下 
<0.00006 ○ 

0.05 

以下 
<0.0006 ○ 

-76 -



令和６年度は、ＳＳ（浮遊物質）、砒素、亜鉛、銅は全ての地点で農業（水稲）用水基準

を満たしていましたが、ｐＨ、ＣＯＤ（化学的酸素要求量）、ＤＯ（溶存酸素）、Ｔ－Ｎ（全

窒素）、ＥＣ（電気伝導度）については、一部の地点において基準を超えていました。 

なお、農業（水稲）用水基準にはない、カドミウム、鉛、水銀などの有害物質について

は、全地点で環境基準を達成しました。 

 

ウ 水質汚濁の長期的変化動向 

河川の汚濁状況に関して、記録の残る 1985 年以降の動向を確認すると、水質汚濁防止法

等による排水規制や公共下水道整備等の対策により改善の傾向を示したのち、近年は低位で

推移しています。 

 

 

図５－１３ 水質汚濁の経年変化（ＢＯＤ年平均値） 

 

(3) 土壌・地下水汚染  

土壌汚染とは、土壌中に重金属や有機溶剤等の有害物質が人の健康へ影響を及ぼす程度に含

まれている状態をいい、その土壌から有害物質が溶け出し、地下水汚染を引き起こすこともあ

ります。 

汚染された土壌や地下水を摂取することで、人の健康に影響を及ぼすおそれがあることから、
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「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、土壌汚染の可能性の

高い土地に対して、一定の機会をとらえて土地所有者等に調査を義務付け、その結果、土壌汚

染が判明した場合は区域指定し、人の健康被害のおそれがある場合には必要な措置を講ずるこ

と等が定められています。 

 

ア 土壌汚染 

土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染が指定基準に適合しないとき、市長はその土地を特

定有害物質やダイオキシン類により汚染された区域として、健康被害のおそれの有無に応じ

て、要措置区域又は形質変更時要届出区域（大阪府の条例に基づく場合は、要措置管理区域

又は要届出管理区域）に指定し、公示します。また、土壌汚染が確認された区域については、

必要に応じて事業者が土壌汚染対策を行います。 

令和６年度は、形質変更時要届出区域の指定を２件、要届出管理区域の指定を１件行いま

した。また、汚染の除去等の措置を実施された土地について、形質変更時要届出区域の指定

の解除を１件行いました。 

これらの結果、令和６年度末の高槻市内においては、要措置区域は２件、形質変更時要届

出区域は２５件、要届出管理区域は２件となっています。 

 

イ 地下水質 

(ｱ) 調査概要 

水質汚濁防止法第１５条第１項の規定により地下水の水質の常時監視を行うため、大阪

府地下水水質測定計画等に基づき、市域の地下水の水質調査を次のとおり区分し実施して

います。 

なお、別途水道部では、水質把握のために大冠浄水場における取水井の地下水（原水）

の水質試験を実施しておりますので、同結果については水道部のホームページをご参照下

さい。 

 

・概況調査 

市域の全体的な地下水質の状況を把握し、長期的な観点から経年的な変化を把握するた

めの水質調査（毎年３井戸実施） 

・継続監視調査 

汚染が確認されている井戸の、汚染状況の変化を把握するための水質調査 

・汚染井戸周辺地区調査 

概況調査等により汚染が新たに確認された場合、その汚染範囲を確認するための水質調

査 

 

(ｲ) 調査結果の概況と評価 

市域から３井戸を選択して行った概況調査では、新たな汚染井戸はありませんでした。 

また、継続監視調査については、大阪府の測定計画に基づき１５井戸の調査を実施し、

過去の結果と比較しても大きな変化は見られませんでした。  
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 (4) 騒音・振動  

騒音・振動には、工場、事業場から発生す

るもの、建設、解体等の作業現場から発生す

るもの、自動車又は列車から発生するもの

等があります。 

近年は、過去に問題とならなかった工場、

事業場においても住宅が近接して建ったこ

とにより、新たに騒音問題が発生すること

があります。 

また、規制の対象となっていない家庭生

活による音（生活騒音）や、人の耳に聞こえ

ない音（超低周波音２０Hz 以下）が問題 

になることがあります。 

 

ア 騒音・振動の調査の概要 

一般地域の環境騒音、道路（市内の高速道路、国道、主要な府道及び市道）に面する地域

の自動車騒音・振動及び新幹線鉄道の騒音を測定し、環境基準等の達成状況を調査していま

す。 

また、新幹線鉄道の振動並びにＪＲ東海道本線及び阪急電鉄京都線の騒音・振動の調査を

実施しています。 

その他、関係法令に基づき、工場及び事業場やカラオケ実施店への立入調査などを実施し

ています。 

 

イ 一般地域及び道路に面する地域での騒音・振動 

(ｱ) 一般地域 

住居が集合している地域で、環境騒音を把握・評価するため、１８地点で測定を実施し

ています。 

環境基準の達成状況は、右図の

とおりです。 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

普通の会話 60dB 

時計の秒針の音 

図書館 40dB 

20dB 

地下鉄の車内 80dB 

電車のガード下 100dB 

 

飛行機のエンジン 120dB 

図５－１４ 騒音の大きさ（イメージ） 

図５－１５ 一般地域における騒音環境基準達成状況 

 

※地域区分は次の通り 

Ａ地域：第 1種・第 2 種低層住居用地域、 

第 1種・第 2種中高層住居専用地域 

Ｂ地域：第 1種・第 2 種住居地域、 

準住居地域及び市街化調整区域 

Ｃ地域：近隣商業地域、商業地域、 

準工業地域及び工業地域 
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(ｲ) 道路に面する地域 

名神高速道路、国道、主要な府道及び市道において定期的に調査しており、令和６年度

は８路線について騒音・振動の測定を実施しています。 

騒音について、路線別では、８路線のうち５路線で環境基準を達成していました。また、

シミュレーションによれば、調査対象の住居等２２，２２１戸のうち２０，６４９戸（９

２．９％）の住居で環境基準を達成していました。 

そのほか、８路線のうち４路線については自動車騒音の限度値と比較するための測定を

実施しましたが、１路線で超過していました。 

振動について、８路線で測定を実施しましたが、道路交通振動の限度値を超過した路線

はありませんでした。 

 

 

 

ウ 新幹線鉄道の騒音・振動 

新幹線鉄道の沿線で住居が集中している６か所を選定し、定期的に騒音・振動の調査を実

施しており、令和６年度は３か所で測定を実施しました。調査は１か所につき、直近軌道の

中心から１２.５ｍ及び２５ｍの２地点を測定しています。 

騒音について、１２.５ｍ、２５ｍの地点でそれぞれ２か所、３か所で環境基準を達成し

ていました。振動について、１２.５ｍ、２５ｍの地点でともに勧告指針を達成していまし

た。 

これらの本市の測定結果は、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）に通知し、環境基準の達

成を要請しています。これを受けて同社では、防音壁、枕木の改造等、騒音・振動対策を進

めています。 

また、在来鉄道についても測定を実施し、鉄道事業者に測定結果を送付するとともに、騒

音・振動低減対策を要請しています。 

図５－１６ 主要幹線道路における道路交通騒音振動状況 
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エ 工場・事業場の騒音・振動調査 

法律、条例による騒音・振動の特定施設又は指定施設が設置されている工場又は事業場を

対象に、施設の確認、規制基準の遵守状況などについて立入調査を実施しています。 

 

オ カラオケ騒音 

飲食店等のカラオケ装置による深夜騒音の苦情は依然として発生しています。現在、市で

は音が外にもれない場合を除き、午後１１時から翌日午前６時までの間、カラオケ装置等音

響機器の使用を禁止しています。また、飲食店営業者に対して、カラオケ騒音防止について

のパンフレットの配布による啓発、騒音防止の指導及び定期的な夜間パトロールを実施して

います。 

 

(5) その他 

ア ダイオキシン類 

(ｱ) 概要  

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジ

ベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）を合

わせた総称です。 

ダイオキシン類は、生物の体内で脂肪組織にたまりやすく、分解しにくいという特徴が

あります。また、工業的に製造する物質ではなく、ものの燃焼などの過程で非意図的に生

成するもので、微量ながら環境中に広く存在しています。 

人体への影響としては、急性毒性、発がん性、生殖毒性、催奇形性などについて懸念さ

れています。 

 

(ｲ) ダイオキシン類の規制 

「ダイオキシン類対策特別措置法」ではダイオキシン類を発生し、排出する施設として、

廃棄物焼却炉等を特定施設に定めており、設置者に対して特定施設設置等の届出を義務づ

けています。また、法で定める排出基準の遵守や排出されるダイオキシン類を年１回以上

測定し市に報告する義務があります。 

令和６年度は、３事業者から報告があり、全ての事業者で排出基準を下回っていました。 

 

(ｳ) 環境調査 

市では大気、河川（水質・底質）、土壌及び地下水中のダイオキシン濃度を定期的に測

定しています。令和６年度は大気３地点、河川（水質・底質）３地点、土壌１地点、地下

水１地点で調査を行った結果、全ての地点で環境基準を達成していました。 

 

イ 有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質の

うち、大気汚染の原因となるものをいいます。環境省では、有害大気汚染物質に該当する可

能性がある物質として２４８物質を、またこのうち優先取組物質として２３物質を設定して
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います。本市では、別途調査を行っているダイオキシン類と測定方法が確立されていない物

質を除いた２１物質についてモニタリング調査を実施しています。このうち、ベンゼン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては環境基準が設定さ

れており、令和６年度調査では環境基準を達成していました。 

 

ウ 化学物質管理制度 

事業者が法・条例に基づく化学物質の排出量等についての届出を行政に行うことを通じて、

事業者に対して化学物質の環境への排出量の削減を促しています。 

(ｱ) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

（化管法） 

人の健康や生態系に有害なおそれのある５１５物質を第一種指定化学物質として指定

し、排出量及び移動量の届出を義務付けています。 

令和６年度は、３９件の排出量等の届出を受け付けました。 

 

(ｲ) 大阪府生活環境の保全等に関する条例 

化管法に基づく第一種指定化学物質に加え、独自に１物質を指定し、取扱量等の届出を

義務付けています。 

令和６年度は、３０件の排出量等の届出を受け付けるとともに、２２件の目標及び達成

状況の届出を受け付けました。 

 

エ 悪臭 

悪臭とは、嗅覚によって不快を感じることと一般的には定義されています。悪臭防止法で

は、規制地域の指定（高槻市は全域）及び規制基準の設定により、工場又は事業場からの悪

臭の発生を規制しています。 

本市での悪臭問題は、ほとんどが化学工場、塗装工場、飲食店などへの苦情の形で現れて

います。こうした悪臭の苦情に対して、市では現地調査及び発生源への立入調査を実施し、

施設管理及び作業方法の改善、処理装置の設置等を指導しています。 
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オ 採（砕）石 

令和６年度末において、本市の北部山間部には２社３

事業場の採（砕）石場があります。市では採石法に基づ

く採取計画の認可を行うとともに、事業場周辺及び輸送

過程での問題に対処するため、法令に基づく総合的な指

導を実施しています。 

令和６年度の岩石採取計画の認可申請は１件でした。

また、７件の立入検査を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 環境影響評価 

環境影響評価条例に定める対象事業の実施にあたり、事業者自らが環境に与える影響を予

測・評価し、環境の保全について適正に配慮することを目的として、環境影響評価条例を運

用しています。 

令和６年度は、対象事業はありませんでした。 

 

キ ペット霊園等の設置 

本市では、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、ペット霊園等の設置及び管理が支障な

く行われるよう、事業者が必要な措置を講ずることを目的として、ペット霊園の設置の許可

等に関する条例を運用しています。 

令和６年度は、許可申請や届出はありませんでした。 

 

ク 太陽光発電施設の適正な設置 

本市では、自然環境、生活環境及び景観の保全並びに災害の未然防止を図り、市民生活の

安全・安心の確保を目的として、太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例

を運用しています。 

令和６年度は、事業計画の届出等はありませんでした。 

図５－１７ 採（砕）石場の位置 
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６ 緑地保全（第２次高槻市みどりの基本計画） 

(1) 第２次高槻市みどりの基本計画の概要 

「第２次高槻市みどりの基本計画」は、都市緑地法第４条に基づく「緑地の保全及び緑化の

推進に関する基本計画」であり、本計画では、将来のみどりの総合的な保全・整備の方針を定

めることにより、みどりや生物多様性の課題を多様な主体や市民の参画のもとで解決しながら、

本市のみどりあふれる憩いと潤いのあるまちづくりを計画的に進めることをめざしています。 

計画の対象地域は高槻市全域で、計画期間は令和４年度から令和１３年度までの１０年間と

しています。 

 

(2) 計画で対象とするみどり 

第２次高槻市みどりの基本計画では、水と緑と土を、包括的有機的に結合した｢みどり｣と捉

え、樹木や草花などの植物のほかに、森林、公園・緑道などの緑地、水田・畑・果樹園などの

農地、河川・水路・ため池などの水辺、空地・グラウンドなどのオープンスペースに加えて、

水や土壌などの自然的要素を含むものを「みどり」の対象としています。また、みどりを守り

拡充するための啓発活動や環境教育、みどりのまちづくり活動なども対象としています。 

 

(3) めざす将来像 

第６次高槻市総合計画にある高槻のまちの姿を、みどりの側面から実現するために、本計画

の基本理念と具体的なみどりの将来像を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１ 「基本理念」と「みどりの将来像」 

基本理念 

「住みたい・住み続けたい・訪れたい みどりでつながるまち たかつき」 

みどりの将来像 

◆ 森林・農地やさまざまなみどりの保全・活用により、持続可能で災害に強い安全・安心なまち 

◆ 魅力あふれるみどりの景観、公園・川などに、市民が集い、にぎわいと活力を生み出すまち 

◆ 豊かな環境をもつみどりが多様な生き物のすみかとなり、人と生き物が持続的に共生できるまち 

◆ 誰もが自ら地域づくりに関わり、多様な主体との共創によりみどりが広がっていくまち 
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将来像実現のための基本方針 

(4) 基本方針 

みどりのまちづくりは、「保全」、「創造・活用」、「生物多様性」、「人づくり」の４つの基本

方針のもとに推進します。今あるみどりを保全しながら、新たなみどりを創造・活用し、人と

生き物が共生できるよう生物多様性の保全を進めます。また、みどりを支える人づくりを推進

することで、市民や事業者などの多様な主体と共創したみどりのまちづくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２ みどりの将来像の実現に向けた基本方針 

 

(5) 令和６年度の主な取組 

ア 緑化の推進 

(ｱ) 緑化樹配布 

住民等が協同して行う地域緑化を支援するため、自治会等に緑化樹を配布した。 

 

(ｲ) 花苗配布 

住民が協同して行う地域緑化を支援するため、「緑花推進連絡会」との協働により、５

月と１１月に自治会等を対象に花苗を配布した。 

 

(ｳ) 緑化協議 

緑化の推進のため、民間施設の開発等に際して緑化協議を行った。 

 

イ 自然保護への対策 

(ｱ) モニタリングの実施 

「芥川創生基本構想」などに基づき、自然再生に向けた取組を推進するため、津之江公

園内自然再生エリアの動植物モニタリングとして、近隣の小学生を対象とした環境学習、

市民を対象とした昆虫観察会や外来植物の駆除などを市民協働で実施した。 

 

方針１：保全 

◆ 緑・水辺・歴史文化に恵まれた高槻らしい自然環境を守ります 

方針２：創造・活用 

◆ 多様なライフスタイルに活用できる魅力あるみどりを創ります 

方針３：生物多様性 

◆ 暮らしに恵みをもたらす多様な生き物の生息・生育環境を守ります 

方針４：人づくり 

◆ オール高槻でみどりのまちづくりを進めます 
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(ｲ) 捕獲許可等の交付 

イノシシ・シカ等による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止及び数の調

整を行うため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護管理法）」

に基づき、捕獲許可証を交付した。 

 

(ｳ) 特定外来生物への対応 

アライグマによる被害に対応するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律（外来生物法）」及び「大阪府アライグマ防除実施計画」等に基づき、ア

ライグマ用簡易捕獲器を貸し出し、捕獲を行った。 

また、サクラ、ウメ、モモ等の樹木を枯死させる被害が全国的に拡大しているクビアカ

ツヤカミキリについて、被害樹木の調査及び防除対策を行うとともに、民有地を対象とし

た被害予防のための助成金を創設し、助成を行った。 

 

(ｴ) ホタルの保護 

 保護動物として指定されているホタルを保護するため、５～６月にパトロール及び現地

調査を行った。 

 

(ｵ) 緑地環境の保全 

貴重なみどりを保護・保全するため、「緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例」

に基づき指定した樹林保護地区及び保護樹木の保全を引き続き行った。 

また、「風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、風致地区内の行為を

許可した。 

 

ウ 緑化意識の啓発 

(ｱ) 啓発事業の実施 

市民の緑化意識高揚を図るため、「緑花推進連絡会」との協働により、安満遺跡公園で

「都市緑化フェア」を開催した。 

 

(ｲ) 人材育成 

緑化推進に必要な知識の普及及びみどり豊かなまちづくりを担う人材育成のため、「園

芸講座」を開催した。 

 

(ｳ) 緑の相談事業 

庭木や花等のみどりに対する知識の普及のため、「緑の相談」を開催した。 
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７ 廃棄物 

廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」といいます。）の規定で、

産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。産業廃棄物は事業活動によって発生する廃棄物のうち、

法令で種類等が定められたものとなります。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物と定義されて

います。 

近年、地球温暖化を始めとする環境問題への関心が高まり、廃棄物も発生抑制や再利用が求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－１ 廃棄物の区分 

 

 

(1) 一般廃棄物 

ア ごみ処理の状況 

(ｱ) 定時収集  

家庭から排出されるごみは、可燃ごみ（週２回）・不燃ごみ（月１回）・大型可燃ごみ（月

１回）・リサイクルごみ（月２回）の４種分別により、それぞれ指定曜日にステーション

方式で収集しています。 

 

(ｲ) 申し込みによる収集 

ａ 臨時ごみ 

引越しや植木の剪定等により、一時的に多量のごみを排出される場合は有料で、自治

会等が実施した地域清掃ごみについては無料で、それぞれ収集しています。 

 

ｂ 犬・猫等の死体収集 

家庭で飼育されている犬・猫等の死体については有料で、野良犬・野良猫等について

は無料で、それぞれ収集しています。 

 

ｃ 家電リサイクル法対象機器の収集 

特定家庭用機器再商品化法（通称：家電リサイクル法）により、洗濯機・衣類乾燥機、

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫については、購入した小売店や新しい製品を購入す

る小売店での引き取りが義務付けられていますが、廃業や引越し等で過去に購入した販

売店と連絡がとれない場合は、有料で収集しています。 

 

特別管理産業廃棄物 
産業廃棄物 

普通産業廃棄物 

一般廃棄物 

ごみ 
事業系一般廃棄物 

家庭系一般廃棄物 
し尿 

特別管理一般廃棄物 
廃棄物 
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(ｳ) 令和５年度のごみ処理原価 

市が行っているごみの収集・運搬・処分の費用について、市民１人あたりにかかった費

用と１トンあたりにかかった費用に換算すると、表７－１のようになります。 

 

        表７－１ 令和５年度のごみ処理原価 

ごみの処理にかかった費用 2,857,552.626 円 

市民１人あたりにかかった費用 8,254 円 

１トンあたりにかかった費用 36,175 円 

（ただし、固定資産減価償却費と焼却炉建設費用を含みません。） 
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(ｴ) ごみ処理フロー 

収集・運搬した市内のごみは、エネルギーセンターにて焼却等により適正に処理し、焼

却灰等については、最終処分場にて埋立て処分しています。 

 （令和６年度） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

図７－２ ごみ処理フロー 
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庭  
 
 
 

系     

ご     

み 

可 燃 ご み 

(週２回収集） 

 
大型可燃ごみ 

(月 1 回収集） 

 

不 燃 ご み 

（月 1回収集） 

 
３種混合リサイクル 

（月２回収集） 

 
古 紙 ・ 古 布 

リ サ イ ク ル 

（月２回収集） 

 

ペットボトル 

（拠点回収） 

 

小 計 64,461ｔ (66,011t) 

事
業
系
ご
み 

許 可 業 者 

（11 社） 

 

一 般 持 込 

（随 時） 

 

小 計 32,405ｔ (32,550t) 

総 計   96,866t (98,561t) 

4,935t(4,844t) 

27,470t(27,706t) 
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エ 

ネ 
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セ 
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直営   753t   (812t) 

委託  49,212t (50,343t) 

持込    524t    (479t) 

事業系ごみ 32,405t(32,550t) 

焼 
 
 
 

却 

選 

別 

選 

別 

選 

別 

破 

砕 
委託  4,721t(4,787t) 

直営  2,022t(2,279t)  

破砕後可燃物  1,765t(1,940t) 

 

古紙・古布残渣 13t(13t) 

) 

委託 3,105t(3,221t) 

委託 4,050t(4,019t) 

直営 74t(72t) 

ビン残渣 

247t 

(219t) 

(中間処理) 

 

(最終処分) 

 

鉄分 

257t 

(339t) 

３種混合 

リサイクル 

2,287t 

(2,408t) 

古紙・古布 

リサイクル 

4,036t 

(4,006t) 

ペットボトル 

69t 

(69t) 

 
 
 ※注 1  (    )は前年度数値 
※注２ 各数値は小数点第１位以下を四捨五入している
しており 
 

(収集・運搬） 

 

焼却灰等 

8,499t 

(9,351t) 

 

３種混合可燃残渣 314t(319t) 

 

 

 

t) 

ダスト 

固化等 

1,720t 

(1,699t) 

 

 

埋立て 

 

 

埋立て 
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イ ごみ減量対策 

(ｱ) 基本方針 

平成２７年１２月に「一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。市が推進しているご

み減量対策は、次のフレームワークに沿って展開しています。 

 

 

 

 

図７－３ ごみ減量対策のフレームワーク 

 

(ｲ) 減量対策の推進 

ａ 廃棄物減量等推進員制度 

行政と地域住民との連携を深めることを目的とした廃棄物減量等推進員制度を平成

６年度より開始しました。 

 

ｂ 事業用大規模建築物の所有者への減量化指導 

事業用建物の延べ床面積が３，０００㎡以上又は日量２５０㎏以上の事業系一般廃棄

物を排出する事業所については、廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例に基

づいて廃棄物減量等計画書の提出と廃棄物管理責任者の選任を求め、事業系一般廃棄物

の減量化とリサイクルの推進を指導しています。 

 

ｃ 資源物の持ち去り業者等への指導 

廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例に基づき、委託業者以外による資源

物（リサイクルごみや不燃ごみのうち金属類を含む）の持ち去りに対する指導・啓発を

図るため、パトロールを実施しています。 

 

ｄ 生ごみ減量化事業 

家庭ごみの４割を占めるといわれている生ごみの減量化を進めるため、生ごみ堆肥化

容器を普及する事業を行っています。令和４年度からは、要綱を改正し、生ごみ堆肥化

容器を購入した市民を対象に、購入費用の半額を補助金として交付しています。 

 

ｅ 集団回収への支援 

自治会・こども会などの市民団体が取り組んでいる新聞紙などの集団回収活動を促

進するために、平成１３年度から、集団回収に取り組んでいる市民団体を対象に奨励

金の交付を行っています。 

 

ｆ リサイクルごみの収集 

平成８年１１月から市内全域で、月２回リサイクルごみの収集を行っており、回収後

は民間委託によりこれらを再資源化しています。回収対象物は、(1)古紙類（新聞紙、

ごみを作らない 

ごみを売らない 

ごみを買わない 

リターナブル容器 

詰め替え 

再使用、修理・修繕 

ガレージセール 

ごみの回避 ごみの減量 ごみのプレサイクル リサイクル 処理処分 

簡易包装 

小型化 

裸売り 

集団回収 

リサイクルごみ 

の収集 

破砕・焼却 

選別・埋立 
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雑誌、ダンボール、紙パック、ちらし、包装紙類）、(2)古布・古着類、(3)空き缶類（ス

プレー缶、金属製台所用品含む）、（4）空きビン、（5）ペットボトルです。 

 

ｇ ペットボトルの店頭回収の実施 

スーパーマーケットなどを拠点とし、店頭でペットボトルの回収を行っています。 

 

ｈ 庁内再資源化の取組 

市庁舎から発生するごみの削減を推進しており、特に紙類は再資源化を目的に、市内

の資源化施設で圧縮され製紙メーカーに運ばれリサイクルしています。 

 

ｉ エコショップ認定制度の取組 

廃棄物の発生抑制、減量化又は資源化の取組を実施する市内の小売店、飲食店、サー

ビス事業等の店舗を高槻市エコショップとして認定し、その取組を紹介することで、こ

れらの活動を支援しています。 

 

ｊ 使用済小型家電の回収促進 

令和３年６月にリネットジャパンリサイクル株式会社と「使用済小型電子機器等の宅

配便による回収における連携と協力に関する協定」を締結し、市民に対して小型家電リ

サイクル法の制度の周知・啓発を行い、使用済小型家電の回収を促進し、適正な再資源

化に取り組んでいます。 

 

ウ し尿処理の状況 

市内のくみ取便所に伴うし尿については、指定曜日収集（隔週）及び申し込みによる臨時

収集を行い、エネルギーセンター分室にて希釈処理し、公共下水道に放流しています。また、

浄化槽汚泥及び汚水槽等の清掃に伴うし尿を含む汚水槽等汚泥についても収集後、エネルギ

ーセンター分室で希釈処理し、それぞれ公共下水道に放流しています。 
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エ 一般廃棄物処理手数料 

 定時収集以外の家庭ごみや事業所が排出する一般ごみ、また、くみ取便所から生じるし尿

や浄化槽等汚泥などの一般廃棄物処理に係る手数料を表７－２に従い徴収しています。 

（令和元年１０月１日施行）  
表７－２ 一般廃棄物処理手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 産業廃棄物等 

ア 処理業者等の許可及び指導 

(ｱ) 廃棄物処理業者等の許可及び指導 

廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設設置者からの許可申請に係る審査等及び処理基準

遵守等の検査・指導を行っています。 

 

(ｲ) 排出事業者に対する指導 

ａ 排出事業者に対する立入指導 

廃棄物処理法に基づき、事業所内の廃棄物等の処理状況、委託業者との契約締結状況

及び産業廃棄物管理票の交付状況等の確認を行うとともに、必要に応じて産業廃棄物の

分析を行う等、適正処理の確認及び指導を行っています。 

 

ｂ 多量排出事業者の処理計画書等の提出 

前年度の産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く）の発生量が１，０００トン以上又

は特別管理産業廃棄物の発生量が５０トン以上である事業者に対し、廃棄物処理法の規

定に基づき廃棄物処理計画書及び廃棄物処理計画実施状況報告書の提出を求め、市ホー

ムページ上で公表しています。 

種別 取扱区分 単位 処理手数料 

し尿 
人員数制 

定時 世帯人員数 

1人又は2人 

1期につき 

1,600円 

3人又は4人 1,910円 

5人又は6人 2,230円 

7人以上 2,540円 

臨時 10リットルにつき 45円 

従量制 10リットルにつき 45円 

浄化槽汚泥 

処分のみをするもの 10リットルにつき 2円 
し尿混じり

のビルピッ

ト汚泥 

動物の死体 
収集し、運搬し、及び処分するもの 1個につき 1,040円 

処分のみをするもの 1個につき 520円 

上
記
以
外
の
一
般
廃
棄
物,

 

家
庭
廃
棄
物 

特定家庭用機

器以外のもの 

定時 ― 無料 

臨時 

収集し、運搬し、及び

処分するもの 
１立方メートルにつき 2,720円 

処分のみをするもの 10キログラムにつき 40円 

特定家庭用機器 

ユニット形エアコンディショナー 

1台につき 

3,660円 
テレビジョン受信機 

電気冷蔵庫 

及び 

電気冷凍庫 

容量が250リットル

未満のもの 

容量が250リットル

以上のもの 
5,230円 

電気洗濯機及び衣類乾燥機 3,660円 

事業系一般廃棄物 
収集し、運搬し、及び処分するもの 

10キログラムにつき 
170円 

処分のみをするもの 80円 
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ｃ 産業廃棄物管理票の交付等の報告 

管理票交付者から、前年度 1年間において交付した管理票の交付等状況報告書が提出

され、排出状況の確認等を行っています。 

 

ｄ 不適正処理対策 

庁内の関係部署及び各関係機関と連携して、廃棄物の不適正処理に対する監視及び指

導を行うとともに、不適正処理防止及び早期発見のため定期的なパトロールを行ってい

ます。 

 

ｅ ＰＣＢ廃棄物の適正保管の指導 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、ＰＣＢ

廃棄物を保管している事業者から保管状況等に関する届出が提出され、縦覧に供してい

ます。また、保管事業者に対し、適正に保管・処理がなされているかについて指導・助

言を行っています。 

 

ｆ 建設リサイクル法に係る再資源化の指導 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、解体工事現場へ立入を実施

し、分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化の指導を行ってい

ます。 

 

ｇ 使用済自動車に係る適正処理の指導 

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、引取業者等の登録及び解体業者等

の許可申請に伴う審査等を行うとともに、必要に応じて適正処理の指導を行っています。 

 

イ 他行政及び関係機関との連携 

近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会、（公社）大阪府産業資源循環協会、大阪府

下行政１０者会議などとの連携を図り、産業廃棄物の適正処理等に係る調査・研究、情報交

換等を行っています。 

 

(3) 美化推進の状況 

ア まちの美化を推進する条例に関する取組 

(ｱ) 「環境美化推進重点区域」の取組状況 

環境美化推進重点区域である阪急高槻市駅周辺の清掃活動等を重点的に行っています。 

 

(ｲ) 環境美化推進デーの実施 

平成１３年度から毎年２回（５月と１１月）、環境美化推

進デーを設定し、市内一斉清掃を実施しています。なお、

令和６年度は春季が雨天により中止となったため、秋季の

みの実施となりました。 
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(ｳ) 犬のふん害対策 

犬のふん害対策「イエローカード作戦」、「イエローチョーク作戦」として、犬の飼い主

等に公共の場所で犬のふんを適切に処理することを促すことにより、放置されている飼い

犬のふんをなくし、きれいなまちを目指すこととしており、希望する市民及び自治会等の

団体に啓発用具の交付を行っています。 

 

(ｴ) 路上喫煙の防止 

路上喫煙やたばこのポイ捨てを防止するため、まちの美化を推進する条例に基づいて指

定した路上喫煙禁止区域の周知及び同区域内での喫煙行為に対する指導・啓発を行うとと

もに、同区域内の４箇所に設置している喫煙所の周知と利用を促進しています。 

 

イ あき地の清潔保持 

あき地の清潔保持に関する条例に基づき、あき地の占有者等に対し、あき地の清潔保持に

努めるよう、指導や啓発を行っています。 

  

ウ 廃棄物の不法投棄対策 

不法投棄等の多発地点を中心とする定期的なパトロールにより、不法投棄の発見とごみの

回収を行っています。また、管理課などの各施設管理者とも連携を図りながら、幹線道路等

での不法投棄や散乱ごみの回収を行い、不法投棄の誘発防止に努めています。 

 

エ 公衆衛生（防疫） 

不快害虫であるユスリカなどの駆除のため、希望する市民及び自治会等に対し、駆除剤の

無償配布をしています。また、市有地及び市が管理する公共施設にてハチの巣の駆除に関す

る相談に応じ、衛生環境等の保持に努めています。 
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 用語の解説 
 
あ  
アンチモン 
銀白色の金属光沢を有する結晶で、合金、半導体、塗

料、ガラス工業等広い用途がある。人体への影響として
は、皮膚炎、結膜炎、気管支炎、肺炎、心臓障害等がある。 

 
い  
硫黄酸化物 
硫黄と酸素の結合により生成される物質の総称で､こ

のうち大気汚染の主役と考えられているものの大部分は
二酸化硫黄（ＳＯ２）である。 
二酸化硫黄は、石油・石炭等に含まれる硫黄分が燃焼

することによって大気中に放出されるので、石油・石炭
等を燃料として使用する施設が主な発生源となる。 

 
一酸化炭素 (ＣＯ) 
都市ガスやストーブなどの不完全燃焼、自動車の排気

ガスなどで発生する。主な発生源は自動車の排気ガスで
あるため、交通量の多い幹線道路の沿道で高濃度になる
傾向がある。 
また、人の呼吸によって体内に入ると、血中のヘモグ

ロビンと結合して大脳などに酸素欠乏を起こし、頭痛、
脱力感、全身倦怠感、吐き気、おう吐などの症状を引き起
こす。血中濃度が上がると意識障害や呼吸、心臓に影響
が出始める。 

 
え 
ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業 
設備の改修にあたり、事業者が一定の省エネルギー効

果を保証するとともに、これに必要な「技術」「設備」「人
材」「資金」などを包括的に提供する方式のこと。通常の
事業に比べると、設備の設計・施工・運用までの一連のプ
ロセスを一括で契約するとともに、詳細なエネルギー診
断を行うことや事業提案による競争原理を働かせること
で、より効率的・効果的に省エネルギーを達成すること
ができる。 

 
お  
温室効果ガス 
太陽からの入射エネルギーは通すものの、地球から放

射されるエネルギーは遮る性質を持つ気体。これらの大
気中濃度が高まるにつれ、地球にエネルギーがたまり大
気が暖められて地球全体の気温が上昇していく。温室効
果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ＨＦＣ
(ハイドロフルオロカーボン)、フロン、オゾン等がある。
温室効果の強さは二酸化炭素を 1 とした場合、メタンで
28、フロンガスで1万といわれている。 

 
か  
カドミウム 
四大公害病の一つである「イタイイタイ病」の原因物

質といわれている重金属。慢性中毒では機能低下を伴う
肺障害（気腫）、胃腸障害、腎臓障害が起こる。肝臓障害
や血液変化（白血球・赤血球の減少）が起こることもあ
る。 
 
環境基準 
人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持され

ることが望ましい基準をいう。 
 
 

環境基準点 
ある水域の水質を代表する地点で、環境基準の維持達

成状況を把握するための測定点。 
 

環境マネジメントシステム 
組織が自ら環境方針を設定し、計画の立案（Plan）、実

施・運用（Do）、点検・是正措置（Check）、見直し（Act）
という一連の行為により、環境負荷低減を継続的に実施
できる仕組みをいう。ISO14000シリーズは環境マネジ 
メントシステムの規格の一つ。 

 
き 
協働 
市民、事業者、行政など社会を構成する各主体が、お

互いの立場と役割を相互に理解し、一つの目的に向かっ
て協力・連携して取り組むこと。 

 
く  
グリーン調達 
製品やサービスを購入する際に、環境への負荷が少な

い商品を選んで優先的に購入すること。 
 

け 
健康項目 
人の健康に被害を生じるおそれのある重金属（カドミ

ウム、水銀等）や有機塩素系化合物（ＰＣＢト、リクロ
ロエチレン等）などを対象にして、水質の環境基準が設
定されている汚染物質の項目。 
 

こ 
光化学スモッグ 
自動車や工場の排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化

水素などが太陽の紫外線により反応し、「光化学オキシダ
ント」を生成して、大気が白くモヤがかかった状態にな
ること。風が弱く、気温が高く、日差しが強い日に発生
しやすい傾向がある。 
 
公共用水域 
河川、湖沼、港湾、沿岸海域や公共の用に供される水

域とこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路などのこ
と。 
 
コンポスト 
生ごみなどの有機性廃棄物からできた堆肥、または堆

肥化手法のこと。コンポストは本来、古くからあった廃
棄物処理方法のことで、農業系廃棄物や家畜糞尿などに
空気を通気させ、微生物の力で分解して再び自然のサイ
クルに還元させるための仕組みであり、現在は、主に家
庭ごみに多く含まれる生ごみや下水汚泥などの有機性廃
棄物を高速で堆肥化する技術や、生成した堆肥、さらに
は周辺の技術やシステム全般をこう呼ぶことが多い。形
態や規模も、自治体や企業が設置する大がかりなコンポ
スト化プラントから、家庭用の小型生ごみ処理機まで多
種多様である。 

 
さ 
再資源化 
廃棄物を再使用、再生利用（狭義のリサイクル）又は

熱回収（サーマル・リサイクル）することで、資源とし
て有効に利用すること。 
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再生可能エネルギー 
自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すこと

ができ、比較的短期間に再生が可能なエネルギーのこと。
太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱等が該
当する。 
 
産業廃棄物 
事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法により

20種類が規定されている。これらの中には、どのような
事業活動（業種）から発生しても産業廃棄物になるもの
と特定の事業活動（業種）から発生した場合に限り産業
廃棄物になるものとがある。 
 
産業廃棄物管理票（マニフェスト） 
産業廃棄物を排出する事業者が「産業廃棄物」及び「特

別管理産業廃棄物」の処理（収集・運搬又は処分）を処
理業者等に委託する際に、産業廃棄物の名称、数量、運
搬業者名、処分業者名等を記載する伝票。これを使用し
て、廃棄物の流れを自ら把握・管理して産業廃棄物が最
後まで適正に処理されたことを確認出来る。 

 
し 
 ＣＯＤ 

化学的酸素要求量。河川の汚れの程度を示す指標で水
中の汚濁物質（有機物）が化学的に酸化する時に必要と
される酸素量を現した値。数値が大きいほど水中の汚濁
物質の量が多いことを示している。 

 
準基準点 
水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を

補完する地点。 
 

硝酸性窒素 
硝酸塩として含まれている窒素のことで、水中では硝

酸イオンとして存在する。硝酸性窒素は、乳児の胃など
ではその一部が還元されて亜硝酸性窒素となり。亜硝酸
性窒素は赤血球のヘモグロビンを酸化して、「メトヘモグ
ロビン 」に変化させ、メトヘモグロビンになると、酸素
と結合できず、血液中の酸素が少なくなり、酸素欠乏症
を起こす。 
 

す 
水銀 
水銀は常温で液体の重金属。無機水銀と有機水銀があ

るが、有機水銀は無機水銀より毒性が強く、四大公害病
の一つである「水俣病」の原因物質といわれている。神
経系をおかし、手足の震えを起こしたり、言語障害、食
欲不振、聴力視力の減退をもたらす｡総水銀は、水銀及び
水銀化合物を合わせて金属水銀の量として測定したもの
である。 

 
３Ｒ（スリーアール） 
リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル

（Recycle）の3つの英語の頭文字をとったもの。リデュ
ースは廃棄物の発生を抑制すること、リユースは廃棄物
を再使用すること、リサイクルは廃棄物を原材料として
再利用すること。 

 
せ  
生活環境項目 
川や海などの水の「汚れ」について、物理的（ｐＨ等）

な面、あるいは生物の生育環境（ＢＯＤ等）の面からみ
た水質の環境基準が設定されている項目。 

 
 
生態系 
ある地域に生息する生物群集(同じ場所で生活してい

るいろいろな種の個体群)とそれを取り巻く無機的環境
(気象・土壌・地形・光・温度・大気など)を合わせた一つ
のまとまりのこと。 

 
全マンガン 
灰白色又は銀色のもろい金属で、多量に摂取すると神経
障害を中心とする慢性中毒を起こす。鉄と同様に、水質
調査では通常、溶解性のものだけを問題としている。 

 
ち  
 地球温暖化 

地球は温室効果ガスにより地表の温度が生存に適した
程度に保たれている。近年、産業活動の増加などにより
温室効果ガスの大気中濃度の増加により、急激な地表温
度の上昇が生じる現象を指す。これに伴い、降雨量の変
化、風向・風速の変化などの気候変動が生じ、その結果、
干ばつ、洪水、海水面の上昇による水没などの被害が懸
念されている。 

 
地球環境問題 
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨及び熱帯林の減

少など人類の将来にとって大きな脅威となってきている
地球規模での様々な環境問題をいう。 
 

窒素酸化物 
窒素と酸素の結合により生成される物質の総称で､こ

のうち大気汚染物質として主要なものは、一酸化窒素（Ｎ

Ｏ）と二酸化窒素（ＮＯ２）である。 

自動車や工場からの排出ガス中に含まれており、法に

よる規制の強化等により排出が抑制されてきている。 

 
て 
Ｔ－Ｎ 
全窒素。自然界には硝酸性窒素、有機性窒素など色々

な形の窒素化合物がある。通常、アンモニア性窒素、硝
酸性窒素、亜硝酸性窒素、有機性窒素の総和をいう。水
の富栄養の程度を表す指標の一つである。 

 
適正処理 
廃棄物は、そのまま排出されると環境に大きな負荷を

与えることになる。このため廃棄物を公衆衛生や生活環
境の保全上支障が生じないように、廃棄物処理法に定め
る処理基準等に従って分別、保管、収集、運搬、再生、
処分することをいう。 

 
デシベル（ｄＢ） 
音や振動などの強さを表すときに用いる単位で、パワ

ーに類する量と基準値との比の常用対数を１０倍したも
の。 

 
と 
特殊項目 
水環境への影響に関する知見の集積が必要な項目。 

 
特別管理産業廃棄物 
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等の人の健

康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を
有しているものとして法令に定められるものを指す。 
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な 
鉛 
蒼白色のやわらかく重い金属で、加工しやすさを利用

して鉛管、板、蓄電池等、金属のまま使用されるほか、
その化合物も広く利用されている。人体への影響として
は貧血や、中枢神経等への影響がある。 
 

に  
二酸化炭素（ＣＯ２） 
炭素を含む物質の燃焼や生物の呼吸などで発生する。

経済活動の活発化により、石油、石炭などの化石燃料が
大量に消費され、大気中の二酸化炭素濃度が上昇してい
ることが、地球温暖化の原因の一つとして考えられてい
る。 

 
の 
農業（水稲）用水基準 
農林水産庁が昭和 45 年 3 月に定めた基準。法的効力

はないが、水稲用水としての望ましい指標として利用さ
れる。 

 
は  
パートナーシップ 
市民・事業者・行政など、これまでそれぞれの目的に

応じた生活や事業などを行い、時には、相反する関係に
もなってきた主体が、地域単位で環境保全やまちづくり
など共通の目標、理念を持ち、その実現に向けた取組を
行うときの協調的関係のこと。 

 
バイオマス 
バイオマス（Biomass）は、「生物量」などを意味する

生物学の用語であるが、1970年代から、生物起源の物質
からなる食料、資材、あるいは燃料を意味する言葉とし
てとらえられるようになった。近年は、エネルギー資源
として、食料、紙、木材などが幅広く利用されている。 

 
ひ  
ｐＨ 
水素イオン濃度。水質の酸性又はアルカリ性の程度を

示す指標であり、ｐＨ7 が中性、それより高ければアル
カリ性、低ければ酸性である。特殊な例（温泉など）を
除いて河川の表流水は中性付近のｐＨ値を示す。 

 
ＢＯＤ 
生物化学的酸素要求量。河川の汚れの程度を示す指標

で水中の汚濁物質（有機物）が微生物によって無機化あ
るいはガス化される時に必要とされる酸素量から求める。
数値が大きいほど水中の汚濁物質の量が多いことを示し
ている。 

 
ＰＣＢ 
ポリ塩化ビフェニル。Poly Chlorinated Biphenylの

略。ＰＣＢは、不燃性で化学的にも安定であり、熱安定
性にも優れた物質で絶縁油、潤滑油、ノーカーボン紙等
の広い用途があり多く使われていた。しかし、カネミ油
症事件の原因物質であり、一度人体に入ると、極めて分
解、排泄されにくく蓄積性が高いことから人体にとって
危険度の高いことがわかり、現在製造は禁止されている。 

 
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 
ＰＦＯＳは、ペルフルオロオクタンスルホン酸の略称、

ＰＦＯＡはペルフルオロオクタン酸の略称で、いずれも
フッ素を含む有機化合物の一種。ＰＦＯＳは半導体用反

射防止剤等に、ＰＦＯＡはフッ素ポリマー加工助剤等
に使われてきたが、いずれも難分解性、高蓄積性、長
距離移動性という性質をもつため、現在は製造・輸入
等が原則禁止されている。 

 
微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径 2.5μm 以

下の粒子のこと。 
粒径が髪の毛の太さの 1/30 程度と非常に小さいため、

呼吸器の奥深くまで入り込みやすく、呼吸器疾患、循環
器疾患などの影響が懸念される。 
発生源としては、物の燃焼などによるもの、自動車、船

舶、航空機等の人為起源のもの、土壌、海洋、火山等の自
然起源のものがある。 

 
砒素（Ａｓ） 
化合物は強い毒性を持ち、急性中毒は悪寒、おう吐、下

痢、消化管への出血、脱水症状等を起こしひどい時には
マヒ、けいれん、昏睡などを起こして数日間で死亡する
こともある。 

 
ふ  
浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径10μm以下

の粒子のこと。 
発生源としては、物の燃焼などによるもの、自動車、船

舶、航空機等の人為起源のもの、土壌（黄砂等）、海洋、
火山等の自然起源のものがある。 

 
よ  
溶解性鉄 
鉄は、生物にとって重要な栄養素の一つで、通常の自

然水でみられるような濃度ではその毒性が問題になるこ
とはないが、鉄分が多いと水に臭味や色がつくことがあ
る。水質調査では、水中に溶解した鉄のみを測定対象と
する。 

 
要監視項目 
人の健康の保護に関連する物質及び水生生物の保全に

関連する物質であるが、公共用水域等における検出状況
等からみて、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続
き知見の集積に努めるべきと判断される項目。 

 
ら 
ＬＡＳ 
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（主に直

鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム）。合成洗剤の
界面活性剤として知られる。水中に入ったLASは、微生
物分解される。 

 
る  
類型指定 
水質汚濁の環境基準については、国において類型別に

基準値が示され、これに基づき都道府県が河川等の状況、
を勘案し、具体的に地域にあてはめ、指定している。 
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